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第１ 職員の任免及び職員数に関する状況（令和６年度） 

 １ 採用者数の状況 

区  分 競争試験 選考考査 合  計 

知事部局等 157   248   405   

企  業  局 10   16   26   

病  院  局 0   74   74   

教育委員会 19   508   527 

警      察 100 34 134 

合      計 286   880   1,166   

 ※知事部局等 知事部局、議会事務局、人事委員会事務局、監査委員事務局及び労働委員会事務局に勤務する職 

員をいう。 

 ２ 退職者数の状況 

区  分 定 年 勧 奨 普 通 その他 合 計 

知事部局等 72  27  284  7  390 

企  業  局 6  0  1  0  7 

病  院  局 11  3  48  4  66 

教育委員会 349 80 283 181 893 

警      察 42  7 126 16 191 

合      計 480 117  742 208  1,547 
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第２ 職員の人事評価の状況（令和７年度） 

  ○相当の期間任用される職員を就けるべき業務に従事する職員（常勤職員等） 

区    分 概          要 

知事部局等 
企  業  局 
病  院  局 
教育委員会 

（教職員を除 
く。） 

○能力評価・・・日常の業務遂行やプロセスの中で、評価項目に挙げる期待行動が持
続的にとられているかどうかを通じ、発揮した能力の有無や度合いを評価 

 ・評 価 基 準 日 令和７年１２月１日 
 ・評 価 期 間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 
○業績評価・・・期待行動（能力）を通じ、挙げた業績の有無や度合いを評価・目標

管理制度を用いて実施 

教育委員会 
（教職員のみ） 

○能力評価・・・評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職員が職務遂行の過程で発
揮した能力を評価 

 ・評 価 基 準 日 令和７年１２月１日 
 ・評 価 期 間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 
○業績評価・・・職員が設定した目標の達成状況及び取組状況を評価 
 ・評価基準日 令和８年２月１日 
 ・評価期間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

警      察 

 

 

 

○能力評価・・・評価項目に照らし、職員が職務遂行中に発揮した能力の程度を評価 
 ・評 価 基 準 日 令和７年１２月１日 
 ・評 価 期 間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 
○業績評価・・・職員が設定した目標の達成状況及び取組状況を評価 
 ・評 価 期 間 令和７年４月１日から同年９月３０日まで 
  ・評 価 期 間 令和７年１０月１日から令和８年３月３１日まで 

  ○会計年度任用職員 

区    分 概          要 

知事部局等 
企  業  局 
病  院  局 
教育委員会 

○能力評価・・・評価項目に基づき、発揮した能力を評価 
 ・評 価 時 期 任用期間の満了する日から起算して１月前までに評価 
 ・評 価 期 間 会計年度任用職員の任用期間 
〇業績評価・・・業務内容について期待される成果を挙げたか否かの観点で評価 
 ・評 価 時 期 上期：10 月末までに評価、下期：２月末までに評価 
 ・評 価 期 間 上期・下期それぞれの任用期間 

  警      察 

 

評価基準に基づき、能力評価及び業績評価を実施 
○能力評価 
 ・評 価 基 準 日 令和７年１２月１日 
 ・評 価 期 間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 
○業績評価 
 ・評 価 期 間 令和７年４月１日から同年９月３０日まで 
  ・評 価 期 間 令和７年１０月１日から令和８年３月３１日まで 
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第３ 職員の給与の状況 

 １ 総括 

  (1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 

 

住民基本台帳人口 

（令和７年１月１日） 

歳  出  額 

(A) 

実質収支
 

 

人  件  費 

(B) 

人件費率 

(B)/(A) 

（参考） 

令和５年度の人件費率 

令 和 ６

年度 

人 

1,907,976 

千円 

881,483,396 

千円 

7,952,381 

千円 

220,781,697 

％ 

25.0 

％ 

23.0 

  (2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

 

区 分 

 

職員数
 

(A)
 

給    与    費 (参考①)一

人当たり給

与費 

(B)/(A) 

 

 

 

 

 

 

(参考②)都

道府県平均

一人当たり

給与費 

 

給  料 

 

職員手当 

 

期末・勤勉

手当 

 

計(B) 

令 和 ６

年度 

人 

23,974 

千円 

99,022,322 

千円 

17,952,886 

千円 

41,072,451 

千円 

158,047,659 

千円 

6,592 

千円 

7,115 

  （注）１ 職員手当には、退職手当を含まない。 

     ２ 職員数及び都道府県平均一人当たり給与費は、令和６年４月１日現在の人数及び金額である。 

     ３ 一人当たり給与費は、人件費の決算額を正規職員数で除して算出したものであるが、人件費には任

期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員分の給与も含

まれている（※職員数には、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任

用短時間勤務職員は含まれない）ことなどから、いわゆる平均給与額（年収）を示すものではない。 

     ４ 参考②は、令和６年度地方財政状況調査による。 

  (3) ラスパイレス指数等の状況 

   ①ラスパイレス指数の状況 

  

  ※ 括弧書きは、地域手当補正後のラスパイレス指数 

  （注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国 

      の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用 
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      職員の俸給月額を１００として計算した指数であるが、ラスパイレス指数はあくまでも給料月額（基 

      本給）のみを基礎として算出されるものであり、毎月支払われる諸手当については除かれた給与比較 

      指標である。 

     ２ 括弧書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数と

は、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当

の支給割合を用いて補正したラスパイレス指数。（補正前のラスパイレス指数×（１+本県の地域手

当支給割合）／（１+国の指定基準に基づく地域手当支給割合）により算出。） 

     ３ ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60 歳に達し

た日後の最初の４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定され

る職員を除いている。 

     ４ 「指定職含む」の値は、比較している国家公務員の人員及び給料水準について、行政職俸給表 

      （一）適用職員の他に指定職俸給表適用職員を合算し、ラスパイレス指数を算出した場合の値である。 

      ※ 指定職俸給表適用職員（国における本府省の部長等以上の官職を占める職員）はラスパイレス指 

       数の比較における国家公務員の人員及び給料水準の算定基礎には含まれない。一方で、地方公共団 

       体については部長等を含む全ての一般行政職を算定基礎としてラスパイレス指数を算出しているこ 

       とから、指定職俸給表適用職員を算定基礎に含めて試算したものである。 

       （参考）国の指定職俸給表の俸給月額（令和７年度） 

１号俸の俸給月額 最高号俸の俸給月額 

736,000 円 1,224,000 円 

    ※令和７年４月１日の地域手当補正後のラスパイレス指数が、１００を超えている理由等 

地域手当について、国とは異なり経過措置を設けていないことが影響していると考えている。 

②平均給与月額（一般行政職）の状況 
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   （注）１ 「平均給与月額（国比較ベース）」は、国家公務員の時間外勤務手当、特殊勤務手当等の支給額

が非公表であることから、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたも

の）で算出した平均給与月額（給料月額と諸手当の合計）である。 

      ２ 平均給与月額については、「２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況」を参照のこと。 

 

  (4) 給与改定の状況 

   ①月例給 

 

区 分
 

 

人事委員会の勧告  

給与改定率
 

 

 

 

 

 

 

(参考) 

国の改定率 

 

民間給与 

(A) 

公務員給与 

(B) 

較差 

(A)－(B) 

勧告 

（改定率） 

令 和 ７

年度 

円 

387,901 

円 

376,650 

11,251 円 

(2.99 ％) 

 

2.98% 

 

2.98% 

 

3.62% 

    （注） 「民間給与」及び「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイ       

レス比較した平均給与月額である。 

   ②特別給（期末・勤勉手当） 

 

区 分
 

人事委員会の勧告  

年間支給月数
 

 

 

 

 

 

(参考)
 

国の年間
 

支給月数
 

民間の支給 

割合(A) 

公務員の 

支給月数(B) 

較差 

(A)－(B) 

勧告 

(改定月数) 

令 和 ７

年度 

月 

4.65 

月 

4.60 

月 

0.05 

月 

0.05 

月 

4.65 

月 

4.65 

    （注） 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給 

       月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。 

  (5) 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況について 

【概要】国家公務員給与においては、行政職俸給表(一)において３級から７級までの初号近辺の号俸

をカットし、これらの級の初号の俸給月額の引上げを行うとともに、８級から 10 級の隣接する級間

での俸給月額の重なりの解消等を行っている。その他、各種手当について見直しを行っている。 

① 給料表の見直し 

（給料表の改定実施時期）令和７年４月１日 

（内容）行政職給料表について、国の見直し内容を踏まえ、３級から７級までの初号近辺の号給をカ

ットし、これらの級の初号の給料月額の引上げを行うとともに、８級から９級の隣接する級間での

給料月額の重なりの解消等を実施。他の給料表については、行政職給料表との均衡を踏まえて見直

しを実施。 

② 地域手当の見直し 

（支給割合）県内一律２．８％を支給 

（実施時期）令和７年４月１日 

  

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

  (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在） 

   ①一般行政職 
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区 分
 

平均年齢
 

平均給料月額
 

平均給与月額
 

平均給与月額 

（国比較ベース） 

群馬県 42.4 歳 334,300 円 411,885 円 366,691 円 

国 41.9 歳 332,237 円 － 414,480 円 

 都道府県平均 42.3 歳 329,304 円 420,139 円 372,087 円 

   ②技能労務職 

 

区  分
 

公     務     員 

平均年齢
 

職員数
 

平均給料月額
 

平均給与月額 

(A) 

平均給与月額 

（国比較ベース） 

群馬県 55.9 歳 49 人 356,500 円 387,176 円 375,610 円 

 

 

うち学校給食員 － 5 人 358,300 円 389,940 円 381,493 円 

うち用務員 － 39 人 361,000 円 391,113 円 379,943 円 

国 51.3 歳 1,703 人 294,567 円 － 337,907 円 

都道府県平均 53.7 歳 140 人 309,925 円 366,087 円 341,488 円 

 

 

区  分
 

民       間 参  考 

対応する民間の類似職種
 

平均年齢
 

平均給与月額 

(B) 

(A)／(B)
 

群馬県 － － － － 

 うち学校給食員 調理士 45.1 歳 277,800 円 1.40 

うち用務員 用務員 51.6 歳 247,600 円 1.58 

国 － － － － 

都道府県平均 － － － － 

 

 

区  分
 

参       考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員 

(C) 

民  間 

(D) 

(C)／(D)
 

 

群馬県 － － － 

 

 

うち学校給食員 6,351,180 円 3,678,500 円 1.73 

うち用務員 6,532,456 円 3,316,100 円 1.97 

  ※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータ（企業規模１０人以上、短時間労働 

   者を除く常用労働者について集計したもの）を使用している（令和４年度から令和６年度までの３か年平 

   均）。 

  ※ 民間データのうち群馬県「うち用務員」の数値は、全国計のデータである。 

  ※ 「常用労働者」とは、「期間を定めずに雇われている労働者」及び「１か月を超える期間を定めて雇われ 

   ている労働者」並びに「日々又は１か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、４月及び５月にそ 

   れぞれ１８日以上雇用された労働者」を含むものである。 

  ※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較に当たり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致 
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   しているものではない。 

  ※ 年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額（公務員においては、令   

和７年４月１日現在）を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間に 

   おいては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。 

  ※ 職員数が３人以上の主な職種について記載している。 

   ③高等（特別支援・専修・各種）学校教育職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

群馬県 45.8 歳 386,900 円 440,637 円 

都道府県平均 44.6 歳 378,535 円 442,107 円 

   ④小・中学校（幼稚園）教育職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

群馬県 42.8 歳 371,700 円 414,924 円 

都道府県平均 41.6 歳 366,616 円 424,360 円 

   ⑤警察職 

区 分
 

平均年齢
 

平均給料月額
 

平均給与月額
 

平均給与月額 

（国ベース） 

群馬県 39.3 歳 345,100 円 462,987 円 374,400 円 

国 41.7 歳 339,095 円 － 399,794 円 

都道府県平均 39.4 歳 345,913 円 494,513 円 397,690 円 

  （注）１ 職員の平均年齢、職員数、平均給料月額、平均給与月額及び平均給与月額（国ベース）については、 

      令和７年４月１日現在のものである。 

     ２ 「平均給料月額」とは、各職種ごとの職員の基本給の平均である。 

     ３ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手 

      当等の全ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされてい 

      るものである。 

       また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤 

      務手当等を除いたもの）で算出している。 

  (2) 職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在） 

区   分 群  馬  県 国 

一般行政職 大 学 卒 224,300 円 220,000 円 

高 校 卒 192,900 円 188,000 円 

技能労務職 高 校 卒 186,900 円 － 

中 学 卒 － － 

高等学校教育職 大 学 卒 250,600 円 － 

短 大 卒 228,700 円 － 

小・中学校教育職 大 学 卒 250,600 円 － 

短 大 卒 232,700 円 － 

警 察 職 大 学 卒 265,000 円 255,200 円 

高 校 卒 235,000 円 216,400 円 
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  (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在） 

区     分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年 

一般行政職 大 学 卒 295,658 円 370,555 円 391,779 円 403,204 円 

高 校 卒 262,173 円 328,767 円 360,075 円 376,571 円 

技能労務職 高 校 卒 － － － － 

中 学 卒 － － － － 

高 等 学 校 

教 育 職 

大 学 卒 323,289 円 394,744 円 415,068 円 425,668 円 

短 大 卒 － － － (32 年)375,614 円 

小・中学校 

教 育 職 

大 学 卒 324,789 円 386,531 円 405,286 円 416,667 円 

短 大 卒 － 377,114 円 － (31 年)406,950 円 

警 察 職 大 学 卒 302,408 円 383,195 円 411,858 円 429,322 円 

高 校 卒 289,383 円 352,063 円 399,850 円 412,867 円 

  （注） 該当職員が５人以下の区分については、記載なし（近似の経験年数も同様）。 

 ３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

  (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和７年４月１日現在） 

区  分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の給料月額 最高号給の給料月額 

１  級 主事、技師 557 人 12.2 ％ 183,500 円 258,100 円 

２  級 主事、技師 612 人 13.4 ％ 230,000 円 308,500 円 

３  級 主任、副主幹 1,268 人 27.8 ％ 265,300 円 354,700 円 

４  級 主幹、係長 373 人 8.2 ％ 298,800 円 386,100 円 

５  級 補佐 930 人 20.4 ％ 321,300 円 398,200 円 

６  級 次長 618 人 13.6 ％ 355,200 円 415,700 円 

７  級 課長 149 人 3.3 ％ 408,300 円 450,900 円 

８  級 局長 25 人 0.5 ％ 458,300 円 488,500 円 

９  級 部長 22 人 0.5 ％ 510,200 円 540,900 円 

  （注）１ 群馬県職員の給与に関する条例（昭和２６年群馬県条例第５５号）に基づく給料表の級区分による 

      職員数である。 

     ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 
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(2)国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和７年４月１日現在） 

 

 

 (3) 昇給への人事評価の活用状況（一般行政職） 

令和７年度中における運用 管 理 職 員 一 般 職 員 

イ 人事評価を活用している ○ ○ 

 

 

 活用している昇給区分 

 

昇給可能 

な区分 

昇給実績が 

ある区分 

昇給可能 

な区分 

昇給実績 

がある区分 

 

 

 

 

  上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○ 

  上位、標準の区分 － － － － 

  標準、下位の区分 － － － － 

  標準の区分のみ（一律） － － － － 

ロ 人事評価を活用していない － － 

  活用予定時期 － － 
 

  

昇  給 
 

 

給 

料 

月 

額 
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 ４ 職員の手当の状況 

  (1) 期末手当・勤勉手当 

群        馬        県 国 

一人当たり平均支給額（令和６年度） 
1,763   千円 

－ 

 

（令和６年度支給割合） 
 期末手当       勤勉手当 
 2.50 月分      2.10 月分 
（ 1.40 ）       （ 1.00 ） 

（令和６年度支給割合） 
期末手当       勤勉手当 

 2.50 月分      2.10 月分 
 （ 1.40 ）      （ 1.00 ） 

（加算措置の状況） 
 職制上の段階、職務の級等による加算措置 
  役職加算    ５～20％ 
  管理監督者加算 10～25％ 

（加算措置の状況） 
 職制上の段階、職務の級等による加算措置 
  役職加算    ５～20％ 
  管理監督者加算 10～25％ 

  （注） 括弧書きは、再任用職員に係る支給割合である。 

  【参考】勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職） 

令和７年度中における運用 管 理 職 員 一 般 職 員 

イ 人事評価を活用している ○ ○ 

 

 

 活用している成績率 

 

支給可能な

成績率 

支給実績が 

ある成績率 

支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

 

 

 

 

  上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○ 

  上位、標準の成績率 － － － － 

  標準、下位の成績率 － － － － 

  標準の成績率のみ（一律）  －  － 

ロ 人事評価を活用していない － － 

  活用予定時期 － － 
 

  (2) 退職手当（令和７年４月１日現在） 

群        馬        県 国 

（支給率）    自己都合   勧奨・定年 

勤続２０年  19.6695 月分  24.586875 月分 

勤続２５年  28.0395 月分  33.27075 月分 

勤続３５年  39.7575 月分  47.709  月分 

最高限度額  47.709 月分  47.709  月分 

（支給率）    自己都合   勧奨・定年 

勤続２０年  19.6695 月分  24.586875 月分 

勤続２５年  28.0395 月分  33.27075 月分 

勤続３５年  39.7575 月分  47.709  月分 

最高限度額  47.709 月分  47.709  月分 

調整率 83.7/100 調整率 83.7/100 

その他の加算措置 

  定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 

その他の加算措置 

  定年前早期退職特例措置（２～45％加算） 

一人当たり平均支給額 

        2,375 千円   16,054 千円 
― 

  （注）１ 退職手当の一人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額である。 

 ２ 「勧奨・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者

の非違によることなく退職した場合を含む。 
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  (3) 地域手当（令和７年４月１日現在） 

支給実績（令和６年度決算） 2,645,349 千円 

支給職員一人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 111,369   円 

支給対象地域 支給割合 支給割合（国の制度） 支給対象職員数 

東京都特別区 20 ％ 20 ％  24 人  

（30 人） 

大阪府大阪市 16 ％ 16 ％  2 人  

（2 人） 

埼玉県さいたま市等 14 ％ 14 ％  1 人  

（6 人） 

上記以外の県外市町村 － － 

 

9 人  

（11 人） 

群馬県高崎市 2.8 ％  5 ％ 385 人  

（3,724 人） 

群馬県前橋市、太田市 2.8 ％  3 ％  2,955 人  

（9,447 人） 

群馬県渋川市 2.8 ％ 2 ％ 135 人  

（983 人） 

上記以外の県内市町村 2.8 ％ 0 ％  1,156 人  

（9,595 人） 

医師・歯科医師 16 ％  16 ％  （24 人） 

平均支給割合 2.8 ％ 2.4 ％  

（2.1 ％） 

－ 

平均支給割合が国の制度に

よる平均支給割合を上回る

場合、その理由 

本県の支給割合については、国とは異なり経過措置を設けていない

ため。なお、経過措置終了後の国の平均支給割合は上回らない見通

しである。 

  （注）１ 「支給対象職員数」のうち、上段は一般行政職の職員数、下段括弧書内は全職種の職員数である。 

     ２ 「支給割合」の欄の平均支給割合は、支給対象職員に対し本県の支給割合で支給した場合の加重平

均の支給割合である。また、「支給割合（国の制度）」の欄の平均支給割合は、支給対象職員（上段、

下段の別はそれぞれ平均支給割合の別に同じ）に対し国の支給割合で支給したと仮定した場合の加重

平均の支給割合である。 

  (4) 特殊勤務手当（令和７年４月１日現在） 

支給実績（令和６年度決算） 1,120,372 千円 

支給職員一人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 130,915  円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 36.0  ％ 

手当の種類（手当数） 50 

手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

税務手当 ①県税の賦課徴収に従事する行政県税事務所等職員

（②を除く。） 

（月額）12,300 円～18,000 円 
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②県税の賦課徴収に従事する行政県税事務所等職員

(管理職員) 

（日額）410 円～480 円 

③県税の賦課徴収に従事する行政県税事務所等以外

の職員 

（日額）860 円 

教育指導手当 ①実技による教育訓練の指導に従事する消防学校職

員 

（日額）280 円又は 380 円 

②職業訓練の指導に従事する産業技術専門校の職業

訓練指導員 

（月額） 

  給料月額の４％又は 10％ 

（上限 30,000 円） ③農林業技術に関する教育又は研修に従事する農林

大学校の普及指導員等 

社会福祉業務手

当 

福祉に関する業務に従事する保健福祉事務所等職員 （日額）220 円～430 円 

防疫等作業手当 感染症又は家畜伝染病に係る防疫作業等に従事する

職員  

（日額）290 円～760 円 

精神保健業務手

当 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく

立会い等の業務に従事する職員 

（日額）600 円 

夜間看護等手当 深夜に行う看護、介護等業務に従事するしろがね学

園職員 

（勤務１回） 

2,400 円～3,700 円 

犬等取扱作業手

当 

犬等の捕獲・処理等の業務に従事する職員 （日額）400 円 

環境衛生検査等

業務手当 

し尿処理施設等の立入検査等の業務に従事する職員 （日額）250 円又は 650 円 

種雄豚等取扱手

当 

種雄豚の自然交配等に係る業務に従事する畜産試験

場又は浅間家畜育成牧場職員 

（日額）230 円又は 270 円 

獣医師業務手当 ①家畜に関する試験研究等業務に従事する畜産試験

場又は浅間家畜育成牧場の獣医師 

（月額） 

11,000 円又は 12,000 円 

②ＢＳＥ検査のための検体採材業務に従事する職員 （日額）1,350 円又は 760 円 

繭糸技術業務手

当 

繭糸に関する煮繭等の業務に従事する職員 （日額）150 円又は 200 円 

特殊自動車運転

業務手当 

特殊自動車を運転する業務に従事する職員 （日額）280 円又は 420 円 

爆発物等取扱手

当 

火薬類の製造施設等の保安検査等に従事する職員 

 

（日額）230 円又は 290 円 

用地取得等交渉

業務手当 

用地取得等に関する業務に従事する職員 （日額）650 円又は 700 円 

特殊現場業務手

当 

高所、深所等での検査、監視等業務に従事する職員 （日額）200 円～600 円 

航空業務手当 航空機の搭乗に関する業務に従事する職員 （１時間）1,900 円 

夜間特殊業務手 深夜に行われる業務に従事する交替制勤務職員 （勤務１回） 
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当 730 円又は 1,100 円 

兼務手当 

 

正規の勤務時間外において昼間又は夜間の課程の職

員が別の課程の授業に従事する場合 

（授業１時間） 

1,730 円又は 1,860 円 

産業教育実習手

当 

正規の勤務時間外において産業教育実習に関する特

殊業務に従事する職員 

（勤務１回） 

2,450 円又は 4,900 円 

通信教育手当 

 

正規の勤務時間外において通信教育の添削又は面接

指導業務に従事する職員 

（レポート１枚）186 円 

（授業１時間）1,860 円 

入学者選抜手当 正規の勤務時間外において入学選抜に関する業務に

従事する職員 

（１時間）600 円 

夜間課程本務手

当 

夜間課程を本務とする職員（教育職員を除く。） （日額）250 円 

非常災害時等緊

急業務手当 

週休日等において学校の管理下において行う非常災

害時等の緊急業務に従事する職員 

（日額）7,500 円～16,000 円 

 

修学旅行等指導

業務手当 

泊を伴う修学旅行等で児童生徒を引率して行う指導

業務に従事する職員 

（日額）5,100 円 

対外運動競技等

指導業務手当 

泊を伴うもの又は週休日等における運動競技等で児

童生徒を引率して行う指導業務に従事する職員 

（日額）5,100 円 

部活動指導業務

手当 

週休日等の部活動指導業務に従事する職員 （日額）2,700 円 

有害物取扱手当 毒物等を取り扱う農業学科の実習業務に従事する職

員 

（日額）230 円 

教育業務連絡指

導手当 

主任等として教務等に関する業務についての連絡調

整・指導助言に当たる職務の者が担当業務に従事し

た場合 

（日額）200 円 

多学年学級担当

手当 

小・中学校の２以上の学年をもって編成した学級を

担当する職員が授業・指導業務に従事する場合 

（日額）290 円（2 学年） 

350 円（3 学年） 

他校兼務手当 本務として勤務する学校以外の学校に勤務する職員 （日額）500 円 

夜間学級担当手

当 

夜間に授業を行う学級を置く中学校に勤務する校長

及び教育職員が本務として夜間学級に係る業務に従

事する場合 

（月額） 

給料月額＋教職調整額の７％ 

又は９％ 

刑事作業手当 私服で犯罪の捜査、被疑者の逮捕等の業務に従事す

る職員 

（日額）520 円 

鑑識作業手当 鑑識、鑑定、図化等の業務に従事する職員 （日額）300 円又は 520 円 

交通取締用自動

車等運転手当 

交通取締用の自動車等の運転業務に従事する職員 （日額）390 円又は 520 円 

看守作業手当 留置人の看守業務又は被疑者の護送の作業に従事す

る職員 

（日額）200 円又は 340 円 

爆発物取扱等作

業手当 

①火薬類の製造施設等の立入検査等に従事する職員 （日額）290 円 

②特殊危険物質等に対して行う鑑識等の作業に従事 （日額）4,600 円 
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する職員  

③特殊危険物質による被害の危険がある区域内にお

いて行う作業に従事する職員 

（日額）250 円 

 

④特殊危険物質の製造過程を解明するための実験に

従事する職員 

（日額）460 円 

 

死体処理手当 死体の取扱等作業に従事する職員 （死体１体） 

1,600 円又は 3,200 円 

交通捜査等作業

手当 

交通事故、交通違反等の捜査業務等に従事する職員 

 

（日額）310 円～570 円 

警ら手当 警ら作業に従事する職員 （日額）300 円 

夜間特殊業務手

当 

深夜に行われる業務に従事する交替制勤務職員 

 

（勤務１回） 

730 円又は 1,100 円 

青少年補導手当 青少年の非行防止のための街頭補導業務に従事する

職員 

（日額）280 円 

爆弾処理手当 爆発物の識別、運搬、解体等の処理業務に従事する

職員 

（処理１件）4,600 円 

遭難救助手当 ①山岳遭難者の捜索救助の業務又は重大な災害にお

ける災害警備、遭難救助等の業務に従事する職員 

（日額）500 円～4,600 円 

②東日本大震災、特定大規模災害に係る作業に従事

する職員 

（日額）660 円～40,000 円 

緊急呼出業務手

当 

突発的事件等の処理業務のため正規の勤務時間外に

緊急呼出しにより勤務を命じられ、当該業務に従事

する職員 

（勤務１回）1,240 円 

 

潜水作業手当 潜水器具を着用して潜水業務に従事する職員 （日額）500 円 

航空作業手当 ①航空機の整備作業を行う業務に従事する職員 （日額）1,050 円 

②航空機の操縦作業、搭乗して行う捜索等の業務に

従事する職員 

（１時間）1,900 円～6,630 円 

③飛行中の航空機からの降下作業業務に従事する職

員 

（日額）500 円又は 870 円 

核物質輸送警備

手当 

核物質輸送車両を先導し、又は追従する警備業務に

従事する職員 

（日額）640 円 

身辺警護等作業

手当 

皇族の側近警備等業務に従事する職員 （日額）640 円又は 1,150 円 

銃器等犯罪捜査

従事手当 

防弾装備を着装し、武器を携行して行う犯人逮捕等

の業務に従事する職員 

（日額）260 円～1,640 円 

犯罪被害者等支

援作業手当 

カウンセリングの作業に従事する警務部広報課に勤

務する公認心理士又は臨床心理士の資格を有する職

員 

（日額）350 円又は 520 円 
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  (5) 時間外勤務手当 

支給実績（令和６年度決算） 3,598,486 千円 

職員一人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 413 千円 

支給実績（令和５年度決算） 3,415,506 千円 

職員一人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 390 千円 

  （注） 職員一人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月 

     １日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除 

     く。）であり、短時間勤務職員を含む。 

 

  (6) 寒冷地手当（令和７年４月１日現在） 

支 給 実 績（６年度決算） 54,999千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（６年度決算） 33,846 円 

支給対象地域 世帯主等の区分 支給額（月額） 

１級地 

嬬恋村、草津町、片品村、み

なかみ町（旧水上町）、長野

原町 

世帯主である職員 

（支給地域内に居住） 
 

 扶養親族のある職員 19,800円 

その他の世帯主である職員 11,400円 

その他の職員 8,200円 

２級地 

沼田市（旧池田村、旧白沢

村、旧利根村）、川場村、み

なかみ町（旧新治村） 

世帯主である職員 

（支給地域内に居住） 
 

 扶養親族のある職員 13,200円 

その他の世帯主である職員 7,600円 

その他の職員 5,460円 

３級地 

沼田市（２級地以外）、高山

村、みなかみ町（旧月夜野

町）、上野村、南牧村、支給

地以外に所在する指定公署 

世帯主である職員 

（支給地域内に居住） 
 

 扶養親族のある職員 9,900円 

その他の世帯主である職員 5,700円 

その他の職員 4,100円 

国と異なる制度がある場合は

その内容と、国の制度を上回

る場合はその理由 

・国では、本県の１～３級地が４級地となり、手当額は

19,800円、11,400円、8,200円のいずれかを支給 

・国は、支給地域内への居住を支給要件としていない 

・支給地域が一部異なる 

 

  (7) その他の手当（令和７年４月１日現在）  

 

 

手当名 

 

 

内容及び支給単価 

 

 

国の制度 

との異同 

 

 

国の制度と

異なる内容 

 

 

支給実績 

(令和６年 

度決算) 

 

支給職員一

人当たり平

均支給年額

(令和６年度 

決算) 
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扶養手当 

 

 

 

扶養親族のある職員に支給 

１ 配偶者 3,000 円 

２ 子 11,500 円 

３ その他の扶養親族 3,500～6,500 円 

４ 特定年齢にある子 一人 5,000 円加算 

※「１及び３」は、行政職給料表９級 

適用者等に対して支給しない。 

同じ 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

千円 

2,187,331 

 

 

 

円 

252,871 

 

  

 

 

住居手当 

 

 

 

 

自ら居住するための住居を借り受け家賃を

支払っている職員に支給 

・家賃の額に応じて支給 

（上限 28,000 円） 

 ※家賃 16,000 円を超える場合に限る。 

同じ 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

千円 

1,251,367 

 

 

 

円 

291,626 

 

 

 

通勤手当 

 

 

 

 

 

 

 

通勤に要する費用を直接負担している職員

に支給 

異なる 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

2,290,527 

 

 

 

 

 

 

円 

103,799 

  

 

 

 

 

 

１ 交通機関を利用する場合 

  運賃等相当額を全額支給 

 

国 は 、

150,000 円

を限度に全

額支給 

２ 交通用具を利用する場合 

  使用距離に応じて支給 

（例) 自動車で通勤した場合 

・10km ･･････  6,780 円 

・15km ･･･････10,010 円 

・20km ･･････ 13,230 円 

国は、使用

距離に応じ

て 

2,000 円～

31,600 円 

単 身 赴 任

手当 

異動等に伴って住居を移転し、やむを得ず

配偶者と別居し単身で生活することが常況

となった職員に支給 

１ 基礎額 30,000 円  

２ 加算額  8,000 円～70,000 円  

※交通距離に応じて加算 

同じ － 千円 

29,264 

円 

487,733 

管 理 職 手

当 

管理又は監督の地位にある職員のうち、人

事委員会の指定する職に在職する職員に支

給 

・給料表別・職務の級別・管理職手当の 

区分別に定められた定額 

42,100 円～128,900 円 

一部異な

る 

 

国は、 

46,300 円～ 

139,300 円 

千円 

1,397,346 

 

円 

698,324 

 

初 任 給 調

整手当 

採用による欠員の補充が困難と認められる

職員に支給 

１ 医療職給料表（一）の適用を受ける  

同じ 

 

－ 

 

千円 

65,115 

 

円 

834,808 
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医師及び歯科医師 

  採用からの経験年数に応じ 

67,000 円～310,000 円 

２ 行政職給料表、研究職給料表又は 

 医療職給料表（二）の適用を受ける 

 獣医師 

  採用からの経験年数に応じ 

1,000 円～30,000 円 

特 地 勤 務

手当 

 

生活に著しく不便な地に所在する公署に勤

務する職員に支給 

・（給料月額＋扶養手当月額） 

×支給割合（４～８％） 

同じ 

 

－ 

 

千円 

7,599 

 

円 

115,136 

 

特 地 勤 務

手 当 に 準

ずる手当 

特地公署等に異動した職員等のうち異動に

伴って住居を移転した者に異動から３～６

年間支給 

・(異動時等の給料月額＋扶養手当月額) 

×支給割合（２～５％） 

  

 

 

 

 

千円 

3,268 

 

 

 

円 

125,700 

 

 

 

夜 間 勤 務

手当 

正規の勤務時間として深夜（午後１０時か

ら翌午前５時まで）に勤務した職員に支給 

・勤務１時間当たり給与額×25％ 

×勤務時間数 

同じ － 千円 

213,205 

 

円 

163,626 

 

休 日 勤 務

手当 

休日及び年末年始の休日に正規の勤務時間

中に勤務した職員に支給 

・勤務１時間当たり給与額 

×135～150％×勤務時間数 

同じ － 

 

千円 

718,762 

円 

501,579 

宿 日 直 手

当 

宿日直を命じられた職員が勤務した場合に

支給 

一部異な

る 

 千円 

648,234 

 

円 

354,226 

 １ 一般の宿日直勤務 

5,500 円 

国は､ 

4,400 円 

２ 特殊業務の宿日直 

 (1) 教育機関施設等の生活指導 

6,100 円 

国は､ 

6,100 円 

 

 (2) 警察の当直勤務    7,200 円   

  (3) 医師・歯科医師の当直勤務 

21,000 円 

管 理 職 員

特 別 勤 務

手当 

管理職手当の支給される職員が臨時又は緊

急その他公務運営の必要により週休日等に

勤務した場合に支給 

・週休日等 

一部異な

る 

・国は、 

6,000 円～ 

12,000 円 

 

千円 

19,960 

円 

7,078 
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  勤務１回につき 2,600 円～18,000 円 

・平日深夜 

  勤務１回につき 1,300 円～6,000 円 

農 林 漁 業

普 及 指 導

手当 

農林漁業の普及指導に従事する職員に支給 

・給料の月額×７％ 

  千円 

32,456 

円 

306,189 

災 害 派 遣

手当 

他の地方公共団体等から災害応急対策又は

災害復旧のため派遣された職員に支給 

・宿泊施設、滞在期間に応じて 

3,970 円～6,620 円 

  千円 

－ 

円 

－ 

武 力 攻 撃

災 害 等 派

遣手当 

 

他の地方公共団体等から国民保護の措置を

実施するため派遣された職員に支給 

・宿泊施設、滞在期間に応じて  

3,970 円～6,620 円 

  千円 

－ 

円 

－ 

任 期 付 研

究 員 業 績

手当 

特に顕著な研究業績をあげた任期付研究員

に支給 

・給料月額に相当する額 

 

 

 千円 

－ 

円 

－ 

へ き 地 手

当 

へき地学校等に勤務する職員に支給 

・（給料の月額＋扶養手当月額） 

×支給割合（４～12％） 

  千円 

39,879 

 

円 

196,448 

へ き 地 手

当 に 準 ず

る手当 

へき地学校等に異動した職員のうち異動に

伴って住居を移転したものに異動から３～

６年間支給 

・（給料の月額＋扶養手当月額） 

×支給割合（２～４％） 

  千円 

3,017 

円 

125,700 

定 時 制 通

信 教 育 手

当 

定時制課程又は通信教育を行う高等学校の

教職員に支給 

・給料の月額×支給割合（６～９％、管 

理職４～７％） 

  千円 

82,728 

 

円 

318,185 

 

産 業 教 育

手当 

農業、水産及び工業に関する課程を置く高

等学校で実習を伴う科目を担当する教職員

に支給 

・給料の月額×９％ 

(定時制通信教育手当受給者５％） 

  千円 

164,445 

 

円 

375,445 

 

義 務 教 育

等 教 員 特

別手当 

義務教育諸学校、高等学校、中等教育学校

の後期課程及び特別支援学校に勤務する教

育職員に支給 

・職務の級及び号給別に定められた額 

（8,100 円を限度） 

  千円 

894,553 

 

円 

63,313 
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 ５ 会計年度任用職員の給与の状況（令和７年４月１日現在） 

区  分 給   料   月   額   等 令和６年度決算額 

給料 

 

・常勤職員と同一の給料表（行政職給料表、医療職給料表（二）、医

療職給料表（三）、福祉職給料表、栄養職給料表、事務職給料表）

の１級を適用し、職務の困難度や責任の程度等に応じて号給を決定 

千円 

80,987 

 

期末手当 （令和６年度支給割合）2.45 月分 

（令和７年度支給割合）2.50 月分 

千円 

15,903 

勤勉手当 （令和６年度支給割合）2.05 月分 

（令和７年度支給割合）2.10 月分 

千円 

13,161 

その他手

当 

・地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、退職手当に

ついて、常勤職員に準じて支給 

千円 

8,988 

（注） 「給与の状況」は、地方公務員法第２２条の２第１項第２号に規定する職員（一週間当たりの通常

の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間である

会計年度任用職員）の状況である。 

 ６ 特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在） 

区   分 給   料   月   額   等 

給 

料 

知   事 

副 知 事 

1,310,000 円 

1,060,000 円 

報 

酬 

議   長 

副 議 長 

議   員 

 980,000 円 

 920,000 円 

 830,000 円 

期 

末 

手 

当 

 

知   事 

副 知 事 

（令和６年度支給割合） 

       3.45  月分 

議   長 

副 議 長 

議   員 

（令和６年度支給割合） 

       3.45  月分 

退 

職 

手 

当 

知   事 

副 知 事 

（算定方式）          （１期の手当額）   （支給時期） 

給料月額×57/100×在職月数     35,842 千円      任期毎 

給料月額×43/100×在職月数     21,878 千円      任期毎 

 

（注） 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８

月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 
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７ 職員数の状況 

  (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在） 

区  分 

部  門 

職員数 対前年 

増減数 

主な増減理由 

令和６年 令和７年 

  

普 

通 

会 

計 

部 

門 

 

 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

 

議会 

総務企 

税務 

民生 

衛生 

労働 

農林水産 

商工 

土木 

35 

734 

285 

485 

585 

86 

948 

212 

697 

36 

734 

271 

494 

593 

87 

940 

205 

693 

1 

0 

▲14 

9 

8 

1 

▲8 

▲7 

▲4 

育児休業等代替 

 

育児休業等代替 

業務、育児休業等代替 

業務、育児休業等代替 

業務 

業務効率化、育児休業等代替 

業務、育児休業等代替 

業務効率化、育児休業等代替 

計 4,067 4,053 ▲14 （参考：人口 10 万人当たり職員数 212.4 人） 

教育部門 16,009 15,829 ▲180 学級数減（小学校、中学校、高等学校、特別支援

学校） 

警察部門 3,898 3,877 ▲21 組織再編 

小  計 23,974 23,759 ▲215 （参考：人口 10 万人当たり職員数 1,245.25 人） 

公営 

企業 

会計 

部門 

等 

病院 

水道 

下水道 

その他 

1,272 

49 

46 

239 

1,280 

48 

45 

242 

8 

▲1 

▲1 

3 

組織再編、業務 

欠員 

組織再編 

業務 

小   計 1,606 1,615 9  

合  計 25,580 

[26,152] 

25,374 

[26,085] 

▲206 

[▲67] 

（参考：人口 10 万人当たり職員数 1,329.89 人） 

 

  （注）１ 職員数は、一般職に属する職員数である。 

     ２ [ ]内は、条例定数の合計である。 
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  (2) 年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在） 

構 成 比 

 

 

区 分 

20 歳 

 

未満 

20 歳 

～ 

23 歳 

24 歳 

～ 

27 歳 

28 歳 

～ 

31 歳 

32 歳 

～ 

35 歳 

36 歳 

～ 

39 歳 

40 歳 

～ 

43 歳 

44 歳 

～ 

47 歳 

48 歳 

～ 

51 歳 

52 歳 

～ 

55 歳 

56 歳 

～ 

59 歳 

60 歳 

 

以上 

 

計 

 

 

職員数
 

人 

67 

人 

934 

人 

2,341 

人 

2,435 

人 

2,515 

人 

2,594 

人 

2,327 

人 

2,330 

人 

2,482 

人 

2,750 

人 

2,924 

人 

1,675 

人 

25,374 

   

  (3) 職員数の推移 

      区  分

部  門 

令和２年
 
令和３年

 
令和４年

 
令和５年

 
令和６年 令和７年

 
過去５年間の 

増減数(率) 

一般行政 3,886   3,945    3,967    3,989    4,067    4,053  167 人（4.3％） 

教 育 14,730  16,373   16,127   16,142   16,009   15,829 1,099 人（7.5％） 

警 察 3,919   3,922    3,922    3,906    3,898    3,877  ▲42 人(▲1.1％) 

普通会計 計 22,535  24,240   24,016   24,037   23,974   23,759 1,224 人（5.4％） 

公営企業等会計 計 1,592   1,566    1,572    1,584    1,606    1,615   23 人（1.4％） 

総合計 24,127  25,806   25,588   25,621   25,580   25,374 1,247 人（5.2％） 

  （注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 
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  (4) 会計年度任用職員数 

      区  分 

部  門 

令和２年
 

令和３年
 

令和４年
 

令和５年 令和６年 令和７年 

普通会計 36 40 49 37 41 38

公営企業等会計 141 137 138 137 145 136

総合計 17 177 187 174 186 182

  （注）１ 「職員数」は、地方公務員法第２２条の２第１項第２号に規定する職員（一週間当たりの通常の勤

務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間である会計

年度任用職員）数である。 

     ２ 令和７年４月１日時点の普通会計の内訳は、一般行政「24 人」、教育「0 人」、警察「14 人」で

ある。 

     ３ 令和７年４月１日時点の公営企業等会計の内訳は、企業局事業「0 人」、病院事業「136 人」で 

ある。 

 ８ 公営企業職員の状況 

  (1) 企業局事業 

   ①職員給与費の状況 

    決算 

 

区    分 

総 費 用 

(A)
 

純損益又は 

実質収支
 

職員給与費 

(B)
 

総費用に占め

る職員給与費 

比率(B)/(A) 

(参考) 

令和５年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

令和６年度 

電気事業 

工業用水道事業 

水道事業 

団地造成事業 

施設管理事業 

千円 

7,500,657 

1,025,752 

3,645,815 

2,448,743 

592,588 

千円 

4,796,680 

191,810 

716,721 

580,740 

99,742 

千円 

1,110,921 

183,564 

329,087 

202,097 

56,953 

％ 

14.8 

17.9 

9.0 

8.3 

9.6 

％ 

20.9 

13.0 

11.2 

2.2 

13.0 

   （注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費 244,819 千円を含まない。 

 

区    分
 

職 

員 

数 

(A) 

給   与   費 一人当たり 

給与費
 

(B)/(A)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考) 

都道府県平均

一人当たり 

給与費
 

給  料
 

職員手当
 

期末・  

勤勉手当 

計 (B)
 

令和６年度 

電気事業 

工業用水道事業 

水道事業 

団地造成事業 

施設管理事業 

人 

160 

29 

54 

32 

9 

千円 

687,592 

115,876 

204,303 

126,595 

35,803 

千円 

142,984 

19,362 

39,115 

21,142 

6,564 

千円 

280,345 

48,326 

85,669 

54,360 

14,586 

千円 

1,110,921 

183,564 

329,087 

202,097 

56,953 

千円 

6,943 

6,330 

6,094 

6,316 

6,328 

千円 

6,972 

6,610 

7,100 

6,688 

6,622 

   （注）１ 職員手当には、退職給与金を含まない。 

      ２ 職員数は、令和７年３月３１日現在の数値である。 
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      ３ 都道府県平均一人当たり給与費は、令和６年度地方公営企業決算状況調査による。 

４ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年

前再任用短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員は含まない。 

   ②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和７年４月１日現在） 

区  分 平均年齢 基本給 平均月収額 

電気事業    

 

 

群馬県 43.1 歳 358,469 円 547,811 円 

都道府県平均 46.1 歳 367,766 円 579,434 円 

工業用水道事業    

 

 

群馬県 43.9 歳 359,378 円 529,903 円 

都道府県平均 45.1 歳 352,214 円 549,834 円 

水道事業    

 

 

群馬県 45.3 歳 343,783 円 520,475 円 

都道府県平均 44.3 歳 368,401 円 590,688 円 

団地造成事業    

 群馬県 45.2 歳 351,417 円 525,839 円 

道府県平均 45.7 歳 356,716 円 556,084 円 

施設管理事業    

 群馬県 44.5 歳 380,199 円 573,787 円 

都道府県平均 47.2 歳 355,881 円 551,872 円 

   （注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

      ２ 都道府県平均は、令和６年度地方公営企業決算状況調査による。 

   ③職員の手当の状況 

    ア 期末手当・勤勉手当 

群馬県 都道府県平均 

一人当たり平均支給額（令和６年度） 

                    千円 

電気事業               1,749  

工業用水道事業            1,666  

水道事業               1,586  

団地造成事業             1,698  

施設管理事業             1,621 

一人当たり平均支給額（令和６年度） 

千円 

電気事業              1,725 

工業用水道事業           1,625 

水道事業              1,753 

団地造成事業            1,687 

施設管理事業            1,391 

（令和６年度支給割合） 

 期末手当       勤勉手当 

 2.50  月分      2.10 月分 

 （ 1.40 ）     （ 1.00 ） 

   

（加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置 

  役職加算    ５～20％ 
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  管理監督者加算  20％ 

    （注） 括弧書きは、暫定再任用職員に係る支給割合である。 

    イ 退職手当（令和７年４月１日現在） 

群馬県 都道府県平均 

一人当たり平均支給額（令和６年度） 

        自己都合   勧奨・定年 

           千円      千円  

電気事業             18,184 

工業用水道事業         23,251 

水道事業               0 

団地造成事業           22,107 

施設管理事業              0 

一人当たり平均支給額（令和６年度） 

 

千円   

電気事業           8,006 

工業用水道事業        5,213 

水道事業          13,757 

団地造成事業         5,323 

施設管理事業           729 

 （支給率）  自己都合   勧奨・定年 

勤続２０年  19.6695 月分  24.586875 月分 

勤続２５年  28.0395 月分  33.27075 月分 

勤続３５年  39.7575 月分  47.709  月分 

最高限度額  47.709 月分  47.709  月分 

その他の加算措置 

  定年前早期退職特例措置（２～20％加算） 

 

 

 

 

 

 

 

    （注）１ 退職手当の一人当たり平均支給額（本県）は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額 

        である。 

       ２ 「勧奨・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後そ

の者の非違によることなく退職した場合を含む。 

    ウ 地域手当（令和７年４月１日現在） 

支給実績（令和６年度決算） 

        電気事業 

        工業用水道事業 

        水道事業 

        団地造成事業 

        施設管理事業 

千円 

17,920  

3,046  

5,390  

3,355  

945  

支給職員一人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 

        電気事業 

        工業用水道事業 

        水道事業 

        団地造成事業 

        施設管理事業 

円 

110,613  

105,026  

99,813  

104,829  

104,959  

支給対象地域 支給割合 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給割合） 

東京都特別区 

大阪府大阪市 

20 ％ 

16 ％ 

1 人 

0 人 

20 ％  

16 ％  
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上記以外の県外市町村 

県内全市町村 

 5 ％ 

 2.8 ％ 

1 人 

270 人 

 5 ％  

2.8 ％  

    エ 特殊勤務手当（令和７年４月１日現在） 

支給実績（令和６年度決算） 

           電気事業 

           工業用水道事業 

           水道事業 

           団地造成事業 

           施設管理事業 

千円 

4,562  

684  

1,346  

4  

1  

支給職員一人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 

           電気事業 

           工業用水道事業 

           水道事業 

           団地造成事業 

           施設管理事業 

円 

39,329  

29,703  

9,200  

723 

380  

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 

           電気事業 

           工業用水道事業 

           水道事業 

           団地造成事業 

           施設管理事業 

％ 

71.6  

72.4  

77.8  

25.0  

22.2  

手当の種類（手当数） 6  

手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

・電気事業 

発電施設管理業務

手当 

発電施設等の巡視及び点検作業等に従事する発電事

務所又は管理総合事務所職員 

（日額）230 円又は 460 円 

夜間特殊業務手当 深夜に行われる業務に従事する発電事務所又は管理

総合事務所職員 

（勤務１回） 

1,100 円又は 730 円 

特殊現場業務手当 高所、深所及び災害発生箇所等で作業する発電事務

所又は管理総合事務所職員 

（日額）250 円～1,150 円 

用地交渉業務手当 用地取得等に関する業務に従事する発電事務所職員 （日額）430 円～900 円 

・工業用水道事業 

水道施設管理業務

手当 

工業用水道施設等の巡視及び点検作業等に従事する

工業用水道事務所職員 

（日額）460 円 

夜間特殊業務手当 

 

深夜に行われる業務に従事する工業用水道事務所職

員 

（勤務１回） 

1,100 円又は 730 円 

特殊現場業務手当 

 

高所、深所及び災害発生箇所等で作業する工業用水

道事務所職員 

（日額）250 円～1,150 円 

 

・水道事業 
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水道施設管理業務

手当 

水道施設等の巡視及び点検作業等に従事する水道事

務所又は水質検査センター職員 

（日額）460 円 

 

夜間特殊業務手当 深夜に行われる業務に従事する水道事務所職員 

 

（勤務１回） 

1,100 円又は 730 円 

特殊現場業務手当 

 

高所、深所及び災害発生箇所等で作業する水道事務

所職員 

（日額）250 円～1,150 円 

 

有害物取扱業務手

当 

有害物を扱う試験、研究、分析等に従事する水質検

査センター職員 

（日額）230 円 

 

用地交渉業務手当 用地取得等に関する業務に従事する水道事務所職員 （日額）430 円～900 円 

・団地造成事業 

用地交渉業務手当 用地取得等に関する業務に従事する職員 （日額）430 円～900 円 

特殊現場業務手当 高所、深所及び災害発生箇所等で作業する職員 （日額）250 円～1,150 円 

・施設管理事業 

用地交渉業務手当 用地取得等に関する業務に従事する職員 （日額）430 円～900 円 

特殊現場業務手当 高所、深所及び災害発生箇所等で作業する職員 （日額）250 円～1,150 円 

    オ 時間外勤務手当 

支給実績（令和６年度決算） 

           電気事業 

           工業用水道事業 

           水道事業 

           団地造成事業 

           施設管理事業 

千円 

36,301  

2,816  

11,079  

5,036  

795  

職員一人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 

           電気事業 

           工業用水道事業 

           水道事業 

           団地造成事業 

           施設管理事業 

千円 

225  

98  

206  

158  

89  

支給実績（令和５年度決算） 

           電気事業 

           工業用水道事業 

           水道事業 

           団地造成事業 

           施設管理事業 

千円 

38,937  

3,182  

8,147  

6,117  

1,102  

職員一人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 

           電気事業 

           工業用水道事業 

           水道事業 

           団地造成事業 

千円 

243  

113  

148  

191  
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           施設管理事業 137  

    （注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

       ２ 職員一人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度 

        の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはなら 

        ない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。 

    カ その他の手当（令和７年４月１日現在） 

 

手当名 

 

 

内容及び支給単価 

 

一般行政

職の制度

との異同 

一般行政

職の制度

と異なる

内容 

支給実績 

(令和６年度決算) 

 

支 給 職 員 

一 人 当 た り 

平均支給年額 

(令和６年度決算) 

扶養手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扶養親族のある職員に支給 

１ 配偶者 3,000 円 

２ 子 11,500 円 

３ その他の扶養親族 

3,500～6,500 円 

４ 特定年齢にある子 

 一人 5,000 円加算 

※「１及び３」は、行政職給料表

９級適用者等に対して支給しな

い。 

同じ 

 

－ 

 

千円 

電気事業 

16,447 

工業用水道事業 

3,126 

水道事業 

5,196 

団地造成事業 

3,439 

施設管理事業 

516 

円 

 

225,301 

 

240,452 

 

247,429 

 

214,906 

 

172,000 

住居手当 

 

自ら居住するための住居を借り受

け家賃を支払っている職員に支給 

・家賃の額に応じて支給 

（上限 28,000 円） 

※家賃 16,000 円を超える場合に限

る。 

 

 

 

同じ － 

 

千円 

電気事業 

10,500 

工業用水道事業 

1,735 

水道事業 

2,452 

団地造成事業 

2,276 

施設管理事業 

744 

円 

 

262,491 

 

247,838 

 

306,475 

 

284,418 

 

248,000 

通勤手当 

 

通勤に要する費用を直接負担して

いる職員に支給 

１ 交通機関を利用する場合 

  運賃等相当額を全額支給 

２ 交通用具を利用する場合 

  使用距離に応じて支給 

（例）自動車で通勤した場合 

同じ － 千円 

電気事業 

26,628 

工業用水道事業 

5,119 

水道事業 

6,644 

円 

 

164,369 

 

176,504 

 

123,025 
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・10km ･･････  6,780 円 

・15km ･･･････10,010 円 

・20km ･･････ 13,230 円  

団地造成事業 

3,080 

施設管理事業 

635 

 

96,239 

 

79,318 

単身赴任 

手当 

 

 

 

 

 

異動等に伴って住居を移転し、や

むを得ず配偶者と別居し単身で生

活することが常況となった職員に

支給 

１ 基礎額 30,000 円  

２ 加算額  8,000 円～70,000 円 

※交通距離に応じて加算 

 

同じ － 千円 

電気事業 

0 

工業用水道事業 

0 

水道事業 

0 

団地造成事業 

0 

施設管理事業 

0 

円 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

管理職手 

当 

管理又は監督の地位にある職員の

うち、企業管理者の指定する職に

在職する職員 

に支給 

・給料表別・職務の級別・管理職

手当の区分別に定められた定額 

42,100 円～128,900 円 

同じ 

 

－ 

 

千円 

電気事業 

19,135 

工業用水道事業 

2,835 

水道事業 

5,930 

団地造成事業 

3,953 

施設管理事業 

1,468 

円 

 

797,288 

 

708,650 

 

741,200 

 

790,560 

 

733,800 

夜間勤務 

手当 

正規の勤務時間として深夜（午後

１０時から翌午前５時まで）に勤

務した職員に支給 

・勤務１時間当たり給与額×25％ 

×勤務時間数 

 

同じ － 

 

千円 

電気事業 

3,464 

工業用水道事業 

0 

水道事業 

0 

団地造成事業 

0 

施設管理事業 

0 

円 

 

98,961 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

宿日直手 

当 

宿日直を命じられた職員が勤務し

た場合に支給 

同じ 

 

－ 

 

千円 

電気事業 

円 

 



 31

・特殊業務の宿日直勤務 6,100 円 226 

工業用水道事業 

0 

水道事業 

0 

団地造成事業 

0 

施設管理事業 

0 

37,617 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

管理職員 

特別勤務 

手当 

 

管理職手当の支給される職員が臨

時又は緊急その他公務運営の必要

により週休日等に勤務した場合に

支給 

・週休日等 

勤務１回につき 2,600 円～

18,000 円 

・平日深夜 

 勤務１回につき 1,300 円～

6,000 円 

 

同じ 

 

－ 

 

千円 

電気事業 

60 

工業用水道事業 

3 

水道事業 

12 

団地造成事業 

0 

施設管理事業 

0 

円 

 

9,967 

 

2,600 

 

5,900 

 

0 

 

0 

寒冷地手

当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒冷地に在勤する職員に支給 

１ 世帯主である職員（支給地域

内に居住） 

 (1) 扶養親族のある職員 

  １級地      19,800 円 

 ２級地       13,200 円 

 ３級地      9,900 円 

 (2) その他の世帯主である職員 

 １級地      11,400 円 

  ２級地      7,600 円 

 ３級地      5,700 円 

２ その他の職員 

１級地      8,200 円 

２級地      5,460 円 

３級地      4,100 円 

同じ 

 

－ 

 

千円 

電気事業 

975 

工業用水道事業 

0 

水道事業 

0 

団地造成事業 

0 

施設管理事業 

0 

円 

 

20,897 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

特地勤務

手当 

生活に著しく不便な地に所在する

公署に勤務する職員に支給 

・（給料月額＋扶養手当月額）×

支給割合（４～８％） 

同じ － 千円 

電気事業 

670 

工業用水道事業 

円 

 

111,613 
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0 

水道事業 

0 

団地造成事業 

0 

施設管理事業 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

特地勤務

手当に準

ずる手当 

特地公署等に異動した職員等のう

ち異動に伴って住居を移転した者

に異動から３～６年間支給 

・（異動時等の給料月額＋扶養手

当月額）×支給割合（２～５

％） 

同じ － 千円 

電気事業 

161 

工業用水道事業 

0 

水道事業 

0 

団地造成事業 

0 

施設管理事業 

0 

円 

 

160,560 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

   ④会計年度任用職員の給与の状況（令和７年４月１日現在） 

区  分 給   料   月   額   等 令和６年度決算額 

給料 

 

・常勤職員と同一の給料表（行政職給料表、医療職給料表

（二）、医療職給料表（三）、福祉職給料表、栄養職給料表、

事務職給料表）の１級を適用し、職務の困難度や責任の程度等

に応じて号給を決定 

千円 

0 

 

期末手当 （令和６年度支給割合）2.45 月分 

（令和７年度支給割合）2.50 月分 

千円 

0 

勤勉手当 （令和６年度支給割合）2.05 月分 

（令和７年度支給割合）2.10 月分 

千円 

0 

そ の 他 手

当 

・地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、退職手

当について、常勤職員に準じて支給 

千円 

0 

   （注） 「給与の状況」は、地方公務員法第２２条の２第１項第２号に規定する職員（一週間当たりの通常

の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間である

会計年度任用職員）の状況である。 
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  (2) 病院事業 

   ①職員給与費の状況 

    決算 

区 分 総 費 用 
(A) 

純損益又は 
実質収支 

職員給与費 
(B) 

総費用に占める 
職員給与費 

比率 (B)/(A) 

(参考)令和５年度
の総費用に占める
職員給与費比率 

令和６年度 千円 
33,264,750 

千円 
▲1,872,810 

千円 
14,647,440 

％ 
44.0 

％ 
42.9 

 

区 分 職員数
 

(A)
 

給   与   費 一人当たり 

給与費 

(B)/(A) 

 

 

 

 

 

 

 

(参考)都道府県 

平均一人当たり 

給与費 

給  料 職員手当 期末・ 

勤勉手当 

計 (B) 

令和６年度 人 

1,263 

千円 

5,647,143 

千円 

1,994,283 

千円 

2,067,751 

千円 

9,709,177 

千円 

7,687 

千円 

8,002 

   （注）１ 職員手当には、退職給与金を含まない。 

      ２ 職員数は、令和７年３月３１日現在の人数である。 

      ３ 都道府県平均一人当たりの給与費は、令和６年度地方公営企業決算状況調査による。 

４ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年

前再任用短時間勤務職員を含み、会計年度任用職員は含まない。 

   ②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和７年４月１日現在） 

区  分 平均年齢 基本給 平均月収額 

群 馬 県 42.1 歳 357,669 円 631,379 円 

 うち医師 47.0 歳 601,152 円 1,424,780 円 

うち看護師 40.5 歳 314,640 円 518,636 円 

うち事務職員 42.1 歳 372,319 円 557,726 円 

都道府県平均 42.5 歳 356,347 円 656,170 円 

 

 

うち医師 42.2 歳 581,154 円 1,481,949 円 

うち看護師 41.0 歳 320,672 円 534,224 円 

うち事務職員 45.7 歳 335,022 円 548,970 円 

   （注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

      ２ 都道府県平均は、令和６年度地方公営企業決算状況調査による。 

   ③職員の手当の状況 

    ア 期末手当・勤勉手当 

群馬県 都道府県平均 

一人当たり平均支給額（令和６年度） 

1,637 千円 

一人当たり平均支給額（令和６年度） 

1,659 千円 

（令和６年度支給割合） 
 期末手当       勤勉手当  
  2.50 月分       2.10 月分  
  （ 1.40 ）      （ 1.00 ） 

 

 

（加算措置の状況） 
 職制上の段階、職務の級等による加算措置 
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  役職加算     5～20％ 
  管理監督者加算 15～25％ 

    （注） 括弧書きは、暫定再任用職員に係る支給割合である。 

    イ 退職手当（令和７年４月１日現在） 

群馬県 都道府県平均 

（支給率）    自己都合    勧奨・定年 

勤続２０年  19.6695 月分  24.586875 月分 

勤続２５年  28.0395 月分  33.27075 月分 

勤続３５年  39.7575 月分  47.709  月分 

最高限度額  47.709 月分  47.709  月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（2～20％加算） 

一人当たり平均支給額 

 1,160 千円   15,599 千円 

 

 

 

 

 

 

 

一人当たり平均支給額（令和６年度） 

5,907 千円 

    （注）１ 退職手当の一人当たり平均支給額（本県）は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額 

        である。 

       ２ 「勧奨・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後そ

の者の非違によることなく退職した場合を含む。 

    ウ 地域手当（令和７年４月１日現在） 

支給実績（令和６年度決算） 267,438 千円 

支給職員一人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 216,724  円 

支給対象地域・者 支給割合 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給割合） 

医師・歯科医師 16 ％ 150 人  16 ％ 

上記以外の者 

(県内全域） 

2.8 ％ 1,084 人  2.8 ％ 

    エ 特殊勤務手当（令和７年４月１日現在） 

支給総額（令和６年度決算） 475,944 千円 

支給職員一人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 569,311  円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 66.2  ％ 

手当の種類（手当数） 5 

手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

医師緊急業務等手当 病院に勤務する 

医師、歯科医師 

休日等に行う緊急手術等 （１件）1,000 円～30,000 円 

夜間看護等手当 

 

 

看護師、助産師 
 
 
医師、看護師等 
 
 
医師、看護師等 
 
 
看護師等 

深夜に行われる看護業務 
 
 
救急患者に対処するため
の自宅等での待機 
 
救急患者に対処するため
呼び出され勤務したとき 
 
医療観察法の規定による

（勤務１回） 
2,400 円～7,000 円 

 
（１回） 1,580 円 
 
 
（１回） 1,240 円 
 
 
（１回） 8,600 円 
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 外泊随行業務  

夜間特殊業務手当 

 

診 療 放 射 線 技
師、臨床検査技
師 

深夜に行われる検査等 

 

（勤務１回） 730 円 

死体解剖補助作業手
当 

臨床検査技師 死体解剖補助 （１体） 2,700 円 

救急医療業務手当 心臓血管センタ

ーに勤務する看

護職員 

看護業務 （月額） 10,500 円 

    オ 時間外勤務手当 

支給実績（令和６年度決算） 558,280 千円 

職員一人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 461 千円 

支給実績（令和５年度決算） 510,902 千円 

職員一人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 429 千円 

    （注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

       ２ 職員一人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度 

        の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはなら 

        ない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。 

    カ その他の手当（令和７年４月１日現在） 

 

手当名 

 

内容及び支給単価 

一 般 行

政 職 の

制 度 と

の 異 同 

一 般 行 政

職 の 制 度

と 異 

なる内容 

支給実績 

(令和６年度決算) 

 

 

支 給 職 員 

一 人 当 た り 

平均支給年額 

(令和６年度決算) 

扶養手当 

 

 

 

 

 

 

扶養親族のある職員に支給 

１ 配偶者          3,000 円 

２ 子           11,500 円 

３ その他の扶養親族 

3,500～6,500 円  

４ 特定年齢にある子 

一人 5,000 円加算  

※「１及び３」は、行政職給料表９級適

用者等に対して支給しない。 

同じ 

 

－ 

 

千円 

118,113 

円 

267,224 

住居手当 

 

自ら居住するための住居を借り受け家賃

を支払っている職員に支給 

・家賃の額に応じて支給 

（上限 28,000 円） 

※家賃 16,000 円を超える場合に限る。 

同じ 

 

 

－ 

 

 

千円 

980,090 

 

円 

320,557 

 

通勤手当 

 

通勤に要する費用を直接負担している職

員に支給 

１ 交通機関を利用する場合 

  運賃等相当額を全額支給 

２ 交通用具を利用する場合 

同じ 

 

－ 

 

千円 

115,983 

 

円 

107,691 
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  使用距離に応じて支給 

 （例) 自動車で通勤した場合 

・10km ･･････  6,780 円 

・15km ･･･････10,010 円 

・20km ･･････ 13,230 円 

単身赴任 

手当 

異動等に伴って住居を移転し、やむを得

ず配偶者と別居し単身で生活することが

常況となった職員に支給 

１ 基礎額  30,000 円  

２ 加算額   8,000 円～70,000 円  

  ※交通距離に応じて加算 

同じ 

 

－ 

 

千円 

1,810 

 

円 

452,500 

 

管理職手 

当 

管理又は監督の地位にある職員のうち、

知事の指定する職に在職する職員に支給 

・給料表別・職務の級別・管理職手当の 

区分別に定められた定額 

 ・事務    42,100 円～128,900 円 

 ・医師    62,700 円～138,700 円 

 ・看護師   54,000 円～ 71,900 円 

同じ 

 

－ 

 

千円 

66,936 

 

円 

858,154 

 

初任給調 

整手当 

 

採用による欠員の補充が困難と認められ

る職員に支給 

１ 医療職給料表（一）の適用を受ける  

医師及び歯科医師 

・大学卒業日及び採用日に応じ 

67,000 円～375,000 円 

異なる 

 

・16 年目

以降の手

当額・支

給期間・

役職別加

算 

 

千円 

554,687 

 

円 

3,697,913 

 

夜間勤務 

手当 

 

正規の勤務時間として深夜（午後１０時

から翌午前５時まで）に勤務した職員に

支給 

・勤務１時間当たり給与額×25％ 

×勤務時間数 

同じ 

 

－ 

 

千円 

100,651 

 

円 

166,916 

 

宿日直手 

当 

宿日直を命じられた職員が勤務した場合

に支給 

１ 一般の宿日直      5,500 円 

２ 特殊業務の宿日直 

  医師・歯科医師の当直勤務 

21,000 円 

看護師・臨床検査技師、診療放射線技師 

6,100 円 

同じ 

 

－ 

 

千円 

75,600 

 

円 

651,726 

 

管理職員 管理職手当の支給される職員が臨時又は 同じ － 千円 円 
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特別勤務 

手当 

 

緊急その他公務運営の必要により週休日

等に勤務した場合に支給 

・週休日等 

勤務１回につき 2,600 円～18,000 円 

・平日深夜 

勤務１回につき 1,300 円～6,000 円  

 4,992 

 

155,997 

 

   ④会計年度任用職員の給与の状況（令和７年４月１日現在） 

区  分 給   料   月   額   等 令和６年度決算額 

給料 ・常勤職員と同一の給料表（行政職給料表、医療職給料表（二）、医

療職給料表（三）、福祉職給料表、栄養職給料表、事務職給料表）

の１級を適用し、職務の困難度や責任の程度等に応じて号給を決定 

千円 

447,931 

期末手当 （令和６年度支給割合）2.45 月分 

（令和７年度支給割合）2.50 月分 

千円 

82,649 

勤勉手当 （令和６年度支給割合）2.05 月分 

（令和７年度支給割合）2.10 月分 

千円 

69,425 

その他手当 ・地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、退職手当に

ついて、常勤職員に準じて支給 

千円 

85,081 

   （注） 「給与の状況」は、地方公務員法第２２条の２第１項第２号に規定する職員（一週間当たりの通常

の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間である

会計年度任用職員）の状況である。 
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第４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 １ 勤務時間（令和７年４月１日現在） 

  (1) 勤務時間  ８：３０～１２：００ １３：００～１７：１５ 

  (2) 休憩時間 １２：００～１３：００ 

    なお、職務の特殊性又は職場の特殊の必要により、特別の形態で勤務する職員もいる。 

 ２ 休暇制度（令和７年４月１日現在） 

区   分 概                 要 

年次有給休暇 一の年度において２０日 

病気休暇 負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認めら

れる場合に、必要と認められる期間 

特別休暇 

 

下記のとおり、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に、必要

と認められる最小限度の期間 

 ア 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 

 イ 証人等として官公署へ出頭する場合 

 ウ 骨髄移植のための骨髄液の提供等を行う場合 

 エ 自発的に報酬を得ないで社会貢献活動を行う場合 

 オ 結婚する場合 

 カ 不妊治療を受ける場合 

 キ ８週間以内に出産予定の女子職員が申し出た場合 

 ク 女子職員が出産した場合 

 ケ 女子職員が生後１年４月に達しない生児の授乳等を行う場合 

 コ 女子職員が生理のため勤務することが困難な場合 

 サ 女子職員が妊娠障害のため勤務することが困難な場合 

 シ 妊娠中・出産後１年以内の女子職員が健康診査等を受ける場合 

 ス 妊娠中の女子職員の通勤が母体の健康維持に支障を与える場合 

 セ 男子職員が生後１年４月に達しない生児の保育を行う場合 

 ソ 職員の妻が出産する場合 

 タ 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期  

に達するまでの子を養育するとき 

 チ 満１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある子又は父母の看  

護を行う場合 

 ツ 負傷・疾病又は老齢により２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があ  

る者の介護その他の世話をする場合 

 テ 親族が死亡した場合 

 ト 父母の追悼のための特別な行事を行う場合 

 ナ 夏季における心身の健康維持・増進等を図る場合 

 ニ 心身のリフレッシュを図る場合 

 ヌ 災害により現住居が滅失・損壊した場合 

 ネ 災害・交通機関の事故等により出勤が困難な場合 
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 ノ 災害時の退勤途上における危険を回避する場合 

介護休暇 介護を必要とする一の継続する状態ごとに、１８０日以内の日数 

子育て部分休暇 小学校１年生から３年生までの子を養育するため、勤務しないことが相当であると

認められる場合に、１日を通じて２時間を超えない範囲内 

介護時間 配偶者等の介護のため、勤務しないことが相当であると認められる場合に、連続す

る３年の期間内において、１日を通じて２時間を超えない範囲内 

 会計年度任用職員の休暇制度 

区   分 概                 要 

年次有給休暇 一の年度において２０日以内の日数 

病気休暇 負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認めら

れる場合に、１０日以内の日数 

その他の休暇 

 

下記のとおり、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に、必要

と認められる最小限度の期間 

 ア 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 

 イ 証人等として官公署へ出頭する場合 

 ウ 骨髄移植のための骨髄液の提供等を行う場合 

 エ 結婚する場合 

 オ ６週間以内に出産予定の女子職員が申し出た場合 

 カ 女子職員が出産した場合 

 キ 生後１年に達しない生児の授乳等を行う場合 

 ク 女子職員が生理のため勤務することが困難な場合 

 ケ 女子職員が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないこ

とがやむを得ない場合 

 コ 妊娠中・出産後１年以内の女子職員が健康診査等を受ける場合 

 サ 妊娠中の女子職員が通勤により母体の健康維持に支障がある場合 

 シ 小学校就学の始期に達するまでの子の看護を行う場合 

 ス 負傷・疾病又は老齢により２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があ  

る者の介護その他の世話をする場合 

 セ 親族が死亡した場合 

 ソ 夏季における心身の健康維持・増進等を図る場合 

 タ 災害により現住居が滅失・損壊した場合 

 チ 災害・交通機関の事故等により出勤が困難な場合 

 ツ 災害時の退勤途上における危険を回避する場合 

 テ 介護を必要とする一の継続する状態ごとに、９３日以内の日数 

 ト 配偶者等の介護のため、勤務しないことが相当であると認められる場合に、

連続する３年の期間内において、１日を通じて２時間を超えない範囲内 

 ナ 不妊治療を受ける場合 

 ニ 職員の妻が出産する場合 

 ヌ 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期
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に達するまでの子を養育するとき 

 （注）「会計年度任用職員」は、地方公務員法第２２条の２第１項第２号に規定する職員（一週間当たりの通常

の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間である会計

年度任用職員）をいう。 
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第５ 職員の休業に関する状況 

 １ 育児休業等の状況 

  (1) 概要 

   ①育児休業 

    地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「地公育休法」という。）第２条   

の規定に基づき、３歳に満たない子を養育する職員は、その子が満３歳に達する日まで休業をすることがで   

きる制度。 

    会計年度任用職員の場合は、子が原則として１歳に達する日まで休業することができる制度。 

   ②部分休業 

    地公育休法第１９条の規定に基づき、子が小学校就学の始期に達する日まで、正規の勤務時間の始め又は   

終わりにおいて、１日を通じて２時間を超えない範囲内で、養育を理由に勤務しないことができる制度。 

    会計年度任用職員の場合は、３歳に達する日までの子を養育するため勤務しないことができる制度。 

   ③育児短時間勤務 

    地公育休法第１０条の規定に基づき、子が小学校就学の始期に達する日まで、１週間当たりの通常の勤務   

時間よりも短い勤務時間で勤務することができる制度。 

       会計年度任用職員は、対象外である。 

  (2) 令和６年度取得者数 

区     分 育児休業 部分休業 育児短時間勤務 

男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 男性職員 女性職員 

知事部局等 90 43 11 40 1 1 

6 69 6 84 0 3 

企 業 局 5 2 0 3 0 1 

0 0 0 0 0 1 

病 院 局 6 38 2 57 0 1 

2 56 0 67 0 0 

教育委員会 99 292 22 146 3 32 

9 486 7 111 1 14 

警   察 107 39 2 32 0 0 

9 67 3 69 0 0 

合   計 307 414 37 278 4 35 

26 678 16 331 1 18 

   （注） 上段は令和６年度に新たに取得した者、下段は令和５年度以前から引き続き取得している者の人

数。 

 ２ その他の休業等の状況 

  (1) 概要 

   ①自己啓発等休業 

地方公務員法第２６条の５の規定により、大学等課程の履修又は国際貢献活動への参加をする場合、３年 

（大学等課程の履修の場合は原則２年で必要な場合は、３年）を超えない範囲内において休業することを

可能とする制度。 
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   ②配偶者同行休業 

地方公務員法第２６条の６第１項の規定により、外国での勤務等を行う配偶者と生活を共にする場合、３ 

年を超えない範囲内において休業することを可能とする制度。 

   ③修学部分休業 

地方公務員法第２６条の２の規定により、大学その他の教育施設における修学のため、２年を超えない範 

囲内において、１週間の勤務時間の一部について勤務しないことを可能とする制度。 

   ④高齢者部分休業 

地方公務員法第２６条の３の規定により、条例で定める年齢に達した日以後の日から定年退職日までの期

間中、１週間の勤務時間の一部について勤務しないことを可能とする制度。 

   ⑤大学院修学休業 

教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２６条の規定により、公立学校の教諭が大学の大学院の課

程等に在学してその課程を履修する場合、３年を超えない範囲内において休業することを可能とする制度。 

   （注） ①から⑤の休業制度について、会計年度任用職員は対象外である。 

 (2) 令和６年度取得者数 

 

区     分 

自己啓発休業 配偶者同行休業 修学部分休業 高齢者部分休業 大学院修学休業 

新規 継続 新規 継続 新規 継続 新規 継続 新規 継続 

知事部局等 0 0 0 1 0 0 0 1 - - 

企 業 局 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

病 院 局 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

教育委員会 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 

警   察 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

合   計 1 1 1 3 0 0 0 1 2 0 

  （注） 継続は、令和５年度以前から引き続き取得している者の人数。 
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第６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 １ 分限処分者数（令和６年度） 

区  分 免職 休職 降任 降給 合計 

知事部局等 0  215 0 0  215 

企  業  局 0   1 0 0   1 

病  院  局 0  36 0 0  36 

教育委員会 0 320 0 0 320 

警      察 2 65 0 0 67 

合      計 2 637 0 0 639 

（注） 分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保から、病気で勤務に耐えられない場合

等の一定の事由がある場合、地方公務員法第２８条の規定により、休職等の処分をするものである。 

 ２ 懲戒処分者数（令和６年度） 

区  分 免職 停職 減給 戒告 合計 

知事部局等 0 1 0 0   1 

企  業  局 0 0 0 0   0 

病  院  局 0 0 0 0   0 

教育委員会 6 1 0 2   9 

警      察 0 0 2 0   2 

合      計 6 2 2 2  12 

（注） 懲戒処分とは、職員の職務上の義務違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合、

地方公務員法第２９条の規定により、戒告、減給、停職又は免職の処分をするものである。 
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第７ 職員の服務の状況 

 １ 職務専念義務 

職員は、職務上の遂行に当たっては全力をあげてこれに専念しなければならないものであり、また、その

勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職務遂行のために用い、群馬県が責任を有する職務にのみ従事し

なければならない。 

ただし、任命権者の行う研修に参加する場合や任命権者の行う健康診断等に参加する場合などについては、 

これを一部免除している。 

 ２ 営利企業等の従事制限 

  (1) 制度の概要 

職員は、営利を目的とする私企業の役員となり、自ら営利を目的とする私企業を経営し、又は報酬を得て 

いかなる事業若しくは事務に従事してはならないとされている。 

ただし、大学等の教育機関において講師を行う場合などについては、例外的な営利事業等の従事として認 

めている。 

  (2) 営利企業等への従事許可件数（令和６年度） 

区  分 許可件数 

知事部局等 277 

企  業  局 6 

病  院  局 487 

教育委員会 491 

警      察 3 

合      計 1,264 
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第８ 職員の退職管理の状況 

所属長以上で退職し、離職後２年以内に再就職した者は、再就職に係る情報を離職時の任命権者に届け出な

ければならないとされている（群馬県職員の退職管理に関する条例（平成２８年群馬県条例第２０号）第３条）。 

  令和７年４月１日から同年７月１日までの間になされた届出の状況は、次のとおりである。 

区   分
 

再就職先の種別ごとの届出件数 

   群馬県 他の地方公

共 団 体 等 

地方独立 

行政法人 

地方三公社 非営利法人 営利法人 合  計 

知事部局等    1 3 1 5 

企 業 局        

病 院 局     2  2 

教育委員会 3    4  7 

警   察      2 7 9 

合   計 3      1 11 8 23 
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第９ 職員の研修の状況（令和７年度） 

区    分 令和７年度職員研修の概要 令和６年度実績 

実施日数 受講者数 

知事部局等 

企  業  局 

病  院  局 

教育委員会 

（教職員を除 

く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 様々な行政課題に迅速かつ的確に対応できる「行政のプ

ロ」となる人材の育成や職員一人ひとりの能力を十分に引き

出し組織力の強化を目指した研修を実施する。また、ＯＪＴ

による組織的な人材育成の取組を支援するとともに、職員の

学ぶ意欲や向上心を喚起するニーズに応じた研修機会を提供

する。 

 ①階層別研修 

スリムな組織のもとで、職員一人ひとりが能力を十分発

揮し、高度化、多様化する行政ニーズに組織として応えて

いくため、職位・職責に応じて必要な知識・能力を習得す

る研修を、階層に区分して実施する。また、人事評価制度

及び人材育成基本方針の浸透を図り、より効果的な人材育

成を目指す。 

 ②ＯＪＴ支援研修 

組織力の強化や組織目標の達成に向けた人材育成を進め

るため、ＯＪＴの基礎的な手法やスキルを学び、ＯＪＴを

さらに効果的に実施するために必要な能力を養う研修を実

施する。 

 ③コミュニケーション研修 

複雑・高度化する行政課題に対応するため、組織内外に

おける関係構築力や調整力、論理的説明力等の向上を図る

研修を実施する。 

④政策立案・業務改善研修  

  限られた財源の中で複雑・高度化する行政課題に対応す

るため、政策形成能力とともに、業務の見直し・効率化や

生産性向上につなげる能力の向上を図る研修を実施する。 

 ⑤個別課題研修(注 1) 

  法制執務等の基礎力を養成する研修を実施する。 

⑥自己啓発研修 

民間事業者が提供するｅ－ラーニングシステムや通信研

修、講座等を活用し、自己啓発による能力開発を支援す

る。 

※行政の円滑な運営と、地域の課題を解決していくために

は、県と市町村の職員が連携し互いに能力の向上を図って

いく必要があるため、上記②から⑥までに掲げる研修の一

部については市町村職員との合同研修を実施する。 

 

 

 

 

 

 

65.5 日 

(9 研修) 

 

 

 

 

 

4.5 日 

(7 研修) 

 

 

 

3.0 日 

(3 研修) 

 

 

5.5 日 

(6 研修) 

 

 

5.0 日 

(7 研修) 

-日 

(6 研修) 

 

 

合計 

83.5 日 

(38 研修) 

 

 

 

 

 

 

 

1,525 人 

 

 

 

 

 

 

620 人 

 

 

 

 

75 人 

 

 

 

178 人 

 

 

 

451 人 

 

259 人 

 

 

 

合計 

3,108 人 
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  （注） 令和 6 年度までは「能力向上研修」として実施 

教育委員会 

（教職員の 

み） 

 

 

 

 

 

群馬県教員育成指標を踏まえ、ライフステージや職種・

職務に応じた教職員の資質向上を図るため、採用から退職ま

での各段階に応じた体系的・系統的な研修を実施する。 

①初任者・経験者研修：新規採用、２・３・４・５・６・ 

12 年目など、校種や経験年数に応じた研修を実施する。 

②職種・職務に応じた研修：新任管理職、新任主事・主任 

を対象とした研修、職種・職務に係る研修を実施する。 

③教科等の専門研修：教科等の専門的な知識や技能の向上 

を図るための研修を実施する。 

④教育研修員研修：県の教育課題等の解決に向けた研究や

指導力の向上を図る研修を行う長期研修（１年間、21

名）、民間企業等において、社会的識見を高め、教科の

専門性を深める研修を行う長期社会体験研修（１年間、

３名）、児童生徒の実態に応じた授業実践及び積極的な

授業公開を通して、児童生徒の学力向上を図る特別研修

（年間 25 日、32 名）を実施する。 

 

 

 

161 日 

 

39 日 

 

119 日 

 

 

長期研修 

１年間 

社会体験 

１年間 

特別研修 

年間 25 日 

 

 

 

1,703 人 

 

895 人 

 

1,925 人 

 

 

21 人 

 

3 人 

 

32 人 

警     察 職員が、民主警察の本質と警察の責務を自覚し、職務に係

る倫理を保持し、適正に職務を遂行する能力を修得するた

め、警察学校、職場等において、次のような教養を実施す

る。 

①採用時教養：新規採用職員に対し、職務に必要な基礎的

な知識・技能を修得する教養を行う。 

②昇任時教養：昇任（予定）者に対し、その職務に必要な

知識・技能を修得する教養を行う。 

③専門的教養：専門的な知識・技能を修得する教養を行

う。 

 

 

 

 

7 回 

 

7 回 

 

37 回 

 

 

 

 

160 人 

 

174 人 

 

686 人 
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第１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 １ 福利厚生制度の状況 

   地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなけ  

ればならないとされている（地方公務員法第４２条）。 

   令和６年度の主な実施状況は、次のとおりである。 

区 

分 

主 な 項 目 実 施 状 況 

知事部局 件数 教育委員会 件数 警察 件数 

 

 

健 

 

康 

 

管 

 

理 

定期健康診断 2,156 人  2,365 人 2,906 人 

特殊業務健診 1,399 人  96 人 2,135 人 

採用時健康診断 198 人  125 人 83 人 

がん検診 1,347 人  1,778 人 4,350 人 

婦人科検診 239 人  430 人 603 人 

骨密度検診 197 人  395 人 － 

ＶＤＴ健康診断 －  － 90 人 

Ｃ型肝炎ウイルス検診 －  － 89 人 

Ｂ型肝炎予防対策 165 人 36 人 421 人 

健康相談 

（安全衛生管理体制運営） 

11,035 人  2,214 人 2,674 人 

人間ドック 2,338 人  11,878 人 1,144 人 

元

気

回

復 

球技大会 1,604 人 － － 

文化・体育事業助成 11 団体 3 団体 １団体 

スポーツクラブ利用促進 676 人 － 89 人 

給 

 

付 

保健給付 185,479 件 463,917 件 127,246 件 

休業給付  1,565 件 4,444 件 829 件 

災害給付 0 件 0 件 1 件 

附加給付  1,420 件 4,026 件 814 件 

そ 

の 

他 

職員住宅・独身寮 － 9 棟 45 戸 105 棟 1,061 戸 

財形貯蓄 4,311 件 9,951 件 515 件 

生涯設計推進 135 件 551 件 997 件 

県福利厚生事業決算額 126,053 千円 124,620 千円 56,320 千円 

 0 千円 0 千円 0 千円 0 千円 
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  ２ 公務災害・通勤災害認定件数（令和６年度） 

区   分 認 定 件 数 

公務災害 通勤災害 合  計 

知事部局等 35 7 42 

企 業 局 5 0 5 

病 院 局 5 0 5 

教育委員会 260 6 266 

警   察 107 2 109 

合   計 412 15 427 
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第１１ 職員の競争試験及び選考の状況（令和６年度） 

 １ Ⅰ類試験  

 

試験区分 

申込 

者数 

受験 

者数 

(A) 

第 1 次 

合 格 

者 数 

最終合 

格者数 

(B) 

競争 

倍率 

(A)/(B) 

 

備       考 

 

行政事務Ａ 

人 

353 

人 

298 

人 

189 

人 

88 

倍 

3.4 

(行政事務Ｂ） 

○案内配布日 3 月 1 日 

○第１次試験 4 月 2 日～4 月 15 日（SPI3 ﾃｽ

ﾄｾﾝﾀｰ会場のうち、受験者が選択する会場） 

○第２次試験 5 月 13 日～17 日（県庁） 

○合格発表日 6 月 7 日 

（行政事務Ｂ以外） 

○案内配布日 4 月 19 日 

○第１次試験 6 月 16 日（前女、総合交通セ

ンター） 

○第２次試験 7 月 5 日～12 日（県庁） 

○第３次試験 8 月 2 日～8 日（県庁） 

○合格発表日 8 月 21 日 

行政事務Ｂ 266 250 80 27 9.3 

森  林 9 8 7 4 2.0 

農  業 29 26 22 12 2.2 

畜  産 2 1 1 1 1.0 

水  産 0     

化  学 11 11 11 4 2.8 

電  気 9 7 6 3 2.3 

建  築 3 3 3 2 1.5 

総合土木 41 37 31 21 1.8 

計 723 641 350 162 4.0 

 ２  Ⅱ 類 試 験  

 

試験区分 

申込 

者数 

受験 

者数 

(A) 

第 1 次 

合 格 

者 数 

最終合 

格者数 

(B) 

競争 

倍率 

(A)/(B) 

 

備       考 

 

 

警察事務 

人 

86 

人 

72 

人 

33 

人 

18 

倍 

4.0 

○案内配布日 4 月 19 日 

○第１次試験 6 月 16 日(総合交通センター) 

○第２次試験 7 月 5 日～24 日(県庁) 

○合格発表日 8 月 9 日 

学校事務 195 166 32 17 9.8 

計 281 238 65 35 6.8 

 ３  Ⅲ 類 試 験  

 

試験区分 

 

申込 

者数 

受験 

者数 

(A) 

第 1 次 

合 格 

者 数 

最終合 

格者数 

(B) 

競争 

倍率 

(A)/(B) 

 

備       考 

 

 

行政事務 

人 

50 

人 

44 

人 

9 

人 

5 

倍 

8.8 

○案内配布日 7 月 1 日 

○第１次試験 9 月 29 日(総合交通センター) 

○第２次試験 10 月 25 日～11 月 12 日 (県庁) 

○合格発表日 11 月 22 日 

警察事務 31 24 15 8 3.0 

学校事務 74 64 28 13 4.9 

森  林 8 7 6 5 1.4 

農  業 5 3 1 0  

電  気 3 3 2 2 1.5 

総合土木 14 12 12 7 1.7 

計 185 157 73 40 3.9 
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 ４  社 会 人 経 験 者試 験  

 

試験区分 

申込 

者数 

受験 

者数 

(A) 

第 1 次 

合 格 

者 数 

最終合 

格者数 

(B) 

競争 

倍率 

(A)/(B) 

 

備       考 

 

 

行政事務 

人 

288 

人 

217 

人 

60 

人 

16 

倍 

13.6 

○案内配布日 7 月 1 日 

○第１次試験 9 月 6 日～26 日（SPI3 ﾃｽﾄｾﾝﾀｰ

会場のうち、受験者が選択する会場） 

○第２次試験 10 月 26 日・27 日(県庁) 

○第３次試験 11 月 23 日・24 日(県庁) 

○合格発表日 12 月 6 日 

森  林 7 7 7 3 2.3 

農  業 18 17 17 4 4.3 

総合土木 4 4 4 2 2.0 

計 317 245 88 25 9.8 

 ５  就職 氷 河 期 世 代試 験  

 

試験区分 

申込 

者数 

受験 

者数 

(A) 

第 1 次 

合 格 

者 数 

最終合 

格者数 

(B) 

競争 

倍率 

(A)/(B) 

 

備       考 

 

 

行政事務 

人 

35 

人 

25 

人 

13 

人 

2 

 

12.5 

○案内配布日 7 月 1 日 

○第１次試験 9 月 29 日(総合交通センター) 

○第２次試験 10 月 27 日、11 月 18 日(県庁) 

○合格発表日 11 月 29 日 

計 35 25 13 2 12.5 

 ６  警察 官 試 験  

 

試験区分 

申込 

者数 

受験者

数(A) 

第 1 次 

合 格 

者 数 

最終合

格 者 数 

(B) 

競争 

倍率 

(A)/(B) 

 

備       考 

警察官Ａ 

(男 性 ) 

人 

    155 

人 

91 

人 

76 

人 

40 

倍 

2.3 

○案内配布日 3 月 1 日 

○第１次試験 5 月 12 日 

 (総合交通センター､前商) 

○第２次試験 6 月 6 日～12 日 

 (県庁、高崎アリーナ) 

○第３次試験 7 月 15 日～19 日(県庁) 

○合格発表日 8 月 21 日 

警察官Ａ 

(女 性 ) 

 

56 

 

43 

 

39 

 

17 

 

2.5 

警察官Ｂ 

特別(男性) 

 

151 

 

87 

 

78 

 

21 

 

4.1 

警察官Ｂ 

特別(女性) 

 

43 

 

27 

 

23 

 

6 

 

4.5 

警察官Ａ 

(男性)第 2 回 

 

100 

 

45 

 

30 

 

4 

 

11.3 

○案内配布日 7 月 1 日 

○第１次試験 9 月 22 日 

 (総合交通センター､県庁） 

○第２次試験 10 月 15 日～18 日 

 (県庁、警察学校) 

○第３次試験 11 月 10 日～21 日 (県庁) 

○合格発表日 12 月 13 日 

警察官Ａ 

(女性)第 2 回 

 

29 

 

12 

 

8 

 

3 

 

4.0 

警察官Ｂ 

（ 男 性 ） 

 

228 

 

101 

 

84 

 

26 

 

3.9 

警察官Ｂ 

（女性） 

 

82 

 

55 

 

40 

 

11 

 

5.0 

計 844 461 378 128 3.6  
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 ７  採 用 選 考 考 査  

 

試験区分 

 

申込 

者数 

受験 

者数 

(A) 

最終合 

格者数 

(B) 

競争 

倍率 

(A)/(B) 

 

備       考 

 

薬 剤 師 

人 

9 

人 

8 

人 

6 

倍 

1.3 

○第１次考査 6 月 16 日 (総合交通センター) 

○第２次考査 7 月 5 日～25 日 (県庁) 

○合格発表日 8 月 9 日 

（ただし獣医師のみ、第２次考査 7 月 5 日、合格

発表日 7 月 24 日） 

 

獣 医 師 9 9 7 1.3 

保 健 師 17 14 3 4.7 

福   祉 23 22 9 2.4 

心   理 4 3 2 1.5 

病院薬剤師 0    

少年補導職員 4 4 0  

犯罪鑑識員 

（化学鑑定員） 

 

10 

 

8 

 

1 

 

8.0 

薬 剤 師 

（第２回） 

 

4 

 

2 

 

1 

 

2.0 

○考査日   11 月 17 日・18 日(県庁) 

○合格発表日 11 月 29 日 

 

 

心   理 

（第２回） 

 

2 

 

2 

 

0 

 

 

病院薬剤師 

（第２回） 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1.0 

獣 医 師 

（第２回） 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1.0 

○第１次考査  9 月 29 日 (総合交通センター） 

○第２次考査 10 月 25 日～11 月 12 日 (県庁) 

○合格発表日  11 月 22 日 

（ただし獣医師のみ、第２次考査 10 月 26 日、合

格発表日 11 月 8 日） 

栄 養 士 20   16 3 5.3 

診療放射線技師 6 6 2 3.0 

臨床検査技師 11 7 1 7.0 

保育士･児童指導員 2 2 2 1.0 

文化財保護主事 3 3 1 3.0 

診療放射線技師 

（病院） 

 

11 

 

10 

 

1 

 

10.0 

臨床検査技師

（病院） 

 

11 

 

11 

 

4 

 

2.8 

理学療法士 

（病院） 

 

5 

 

5 

 

1 

 

5.0 

作業療法士 

（病院） 

 

0 

 

 

  

臨床工学技士 

（病院） 

 

9 

 

8 

 

2 

 

4.0 

精神保健福祉士 

（病院） 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1.0 

臨床心理士・公

認心理師(病院) 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3.0 

建 築 士 

（警察） 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1.0 
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作業療法士 

(病院）(第２回) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1.0 

○考査日   11 月 17 日（県庁） 

○合格発表日 11 月 29 日 

保育士･児童指導員 

（第２回） 

 

5 

 

4 

 

1 

 

4.0 

○考査日   1 月 19 日（県庁） 

○合格発表日 1 月 31 日 

障害者 

（行政事務) 

 

24 

 

20 

 

2 

 

10.0 

○第１次考査 9 月 22 日（県庁） 

○第２次考査 10 月 28 日～11 月 1 日（県庁） 

○合格発表日 11 月 15 日 
障害者 

（学校事務） 

 

23 

 

18 

 

1 

 

18.0 

障害者 

（警察事務） 

 

6 

 

6 

 

0 

 

 

選考考査計 230 197 57 3.5  

  （注） 障害者(行政事務)と障害者(学校事務)は併願可能なため、申込者数、受験者数及び競争倍率は併願者     

分重複している。 



 54

第１２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

  地方公務員法の規定に基づき、県議会及び県知事に対し、令和６年１０月９日に職員の給与等に関する報告及

び勧告を行った。その概要は、次のとおりである。 

〇 ２年連続で月例給、ボーナスともに引上げ 

①  民間給与との較差（2.38％）、人事院勧告等を踏まえ初任給を始め若年層に重点を置いた給料

表の引上げ改定 

②  民間の支給割合に見合うようボーナスを 0.10 月引上げ、引上げ分は期末手当及び勤勉手当に

0.05 月ずつ均等に配分 

○ 人事院勧告及び県の実態を踏まえた給与制度の見直し（給与制度のアップデート） 

 

 １ 職員の給与に関する報告及び勧告 

  (1) 民間給与との比較 

企業規模 50 人以上かつ事業所規模 50 人以上の県内 919 事業所のうち 179 事業所を調査（完了率：89.7

％） 

   ① 月例給 

     職員と民間の本年４月分給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階、学歴及び年齢階層を同じく

する者同士を比較 

民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ） 較差（Ａ）－（Ｂ） 

377,563 円 368,781 円 8,782 円（2.38％） 

    （注）１ 民間給与（Ａ）は、個々の職員に民間水準の給与額を支給するとした場合の額 

       ２ 職員給与（Ｂ）は、一般行政職員（平均年齢 42.9 歳、平均経験年数 20.8 年）の平均給与月額 

３ 「一般行政職員」とは、行政職給料表又は事務職給料表の適用を受ける職員（本年度の新規学

卒の採用者を除く。） 

   ② ボーナス 

     昨年８月から本年７月までの直近１年間の民間の支給割合と職員の年間の支給月数を比較 

民間の年間支給割合（Ａ） 職員の年間支給月数（Ｂ） 差（Ａ）－（Ｂ） 

4.61 月 4.50 月 0.11 月 

  (2) 令和６年の給与改定 

    ① 月例給 

民間給与との較差（2.38％）、人事院勧告等を踏まえた改定 

    ア 給料表 

(ｱ) 行政職給料表 

人事院勧告（行政職俸給表（一））に準じて初任給を始め若年層に重点を置いて全体を引上げ（最

大 26,300 円、最小 3,000 円） 

（平均改定率：全体 2.7％［１級 10.9％、２級 7.1％、３級 2.5％、４級以上 1.1～1.2%］） 

       （改定例）Ⅰ類（大学卒）の初任給 200,900 円 → 224,300 円（23,400 円引上げ） 

                       Ⅱ類（短大卒）の初任給 183,200 円 → 209,000 円（25,800 円引上げ） 

                       Ⅲ類（高校卒）の初任給 169,900 円 → 192,900 円（23,000 円引上げ） 

(ｲ) その他の給料表 

行政職給料表との均衡を基本としつつ、本県の実情を踏まえて改定 
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    イ 初任給調整手当 

      医師の適切な給与水準を確保するため、人事院勧告に準じて支給上限額を改定 

       医療職給料表（一）適用者の支給上限額 415,600 円 → 416,600 円（1,000 円引上げ） 

   ウ 寒冷地手当 

      国に準じて支給月額を 11.3％引上げ 

   ② ボーナス 

    ア 改定内容 

民間の支給割合に見合うよう引上げ（4.50 月→4.60 月） 

民間の支給状況、人事院勧告等を踏まえ、引上げ分を期末手当及び勤勉手当に 0.05 月分ずつ均等に

配分 

      （一般の職員の場合の支給月数） 

 ６月期 １２月期 年間 

令和６年度 期末手当 

      勤勉手当 

1.225 月（支給済み） 

1.025 月（支給済み） 

1.275 月（現行 1.225 月） 

1.075 月（現行 1.025 月） 

2.50 月 

2.10 月 

  ７年度 期末手当 

  以降  勤勉手当 

1.25 月 

1.05 月 

1.25 月 

1.05 月 

2.50 月 

2.10 月 

    イ 実施時期 

①の月例給の改定は令和６年４月１日 

②のボーナスの改定のうち、令和６年度の改定は令和６年 12 月１日、令和７年度以降の改定は令和

７年４月１日 

  (3) 給与制度のアップデート（令和７年４月１日） 

   ① 見直しの内容 

ア 給料表 

      ・初任給層、若年層の給料月額の大幅引上げ（令和６年４月先行実施） 

      ・主任から所属長級までの最低水準の引上げ 

      ・部長級は隣接する級間での給料月額の重なりを解消 

    イ 地域手当 

      ・県内一律 2.8％に引上げ（+0.3％） 

    ウ 扶養手当（１年間の経過措置あり） 

      ・配偶者に係る手当を配意（6,500 円→0 円） 

      ・子に係る手当額を増額（10,000 円→13,000 円） 

    エ その他 

      ・管理職員の平日深夜勤務に対する手当対象時間帯の拡大 

      ・定年前再任用職員の手当の拡大（住居手当、特地勤務手当等） 

   ② 実施時期 

     令和７年４月１日 

 

 ２ 職員の勤務条件等に関する報告 

(1) 多様で有為な人材の確保・育成・活躍推進 

① 人材の確保 
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     任命権者とこれまで以上に一体となって 

     ・オンラインを活用した採用説明会や動画配信、高等学校での業務説明会の機会の拡充など、採用活動

を今後もより幅広く展開するとともに、多角的な観点から議論 

     ・引き続き、採用試験制度の見直しに取り組む 

② 組織力向上に資する人材育成 

       ・職務を通じて幅広い業務経験の機会を提供 

     ・自律的・主体的なキャリア形成への支援 

     ・能力・実力主義に基づく人事管理のため、公平性・透明性の確保 

   ③ 多様な人材の活躍推進 

     女性職員や高齢層職員を始め、すべての職員が属性にとらわれず、能力を発揮できる環境を整備 

  (2) 時間外勤務の縮減 

     ・職員の心身の保持や仕事と生活の両立支援の観点から極めて重要 

     ・制度の趣旨を理解し、勤務状況の把握、業務の削減、所属内の業務平準化等の取組を継続的に実施 

     ・臨機応変な人員配置や人材確保などの措置を早い段階で講ずることが必要 

     ・人事委員会として職員の健康確保へ最大限の配慮を求める。 

 

  (3) 勤務環境の整備 

   ① 心と体の健康づくりの推進 

    ・日頃から職員との意思疎通、心身の状況等を適切に把握 

    ・メンタル不調の未然防止や勤務間インターバルの確保 

   ② 多様で柔軟な働き方の推進 

    ・フレックスタイム制の拡充に向けて、制度の見直しを適切な運用を検討 

    ・引き続き、テレワークの推進・定着 

   ③ 仕事と生活の両立支援 

    ・各種休暇・休業制度の見直し及び職員への周知、意向確認の推進 

    ・人員配置や業務分担の見直しを含めた支援体制の整備 

   ④ ハラスメント防止対策 

    ・職員をあらゆるハラスメントから守ることが組織の責務 

    ・セミナーや研修の実施、相談体制の充実等によるハラスメントの発生防止 
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第１３ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

 １ 新規申立状況 

   本年度新規に受理した案件は、０件である。 

 ２ 処理状況 

区      分 事案数（件） 請求人数（人） 

 

措置要求 

 

Ｒ ５ 年 度 末 数 0 0 

申 立 数 0 0 

処 理 数 0 0 

Ｒ６年度末係属数 0 0 
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第１４ 不利益処分に関する審査請求の状況 

 １ 新規申立状況 

   本年度新規に受理した案件は、１件である。 

 ２ 処理状況 

区  分 事 案 数  （件） 請 求 人 数  （人） 

行政職員 教職員 その他 計 行政職員 教職員 その他 計 

Ｒ ５ 年 度 末 数 0 0 0 0 0 0 0 0 

申 立 数 0 1 0 1 0 1 0 1 

処 理 数 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ｒ６年度末係属数 0 1 0 1 0 1 0 1 

 

 


